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１ 上位計画・関連計画 
 

１）法律、国の指針等 

■安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（Ｈ24 年 11 月） 

－国土交通省道路局・警察庁交通局 

項 目 主な内容 

●自転車通行

空間の計画 

 

 

 

 

 

・自転車ネットワーク計画の作成を進めるため、計画目標等の設定、自転車ネ

ットワーク路線の選定、整備形態の選定など計画作成手順を提示 

・車の速度や交通量等に応じ、車道通行を基本とした整備形態の選定の考え方、

目安を提示 

・整備に当たり道路空間の再配分や道路拡幅の可能性、速度の見直しによる整

備形態の変更を検討するとともに、整備が困難な場合は、整備可能な当面の

整備形態、代替路の検討などの対応を提示 

●自転車通行

空間の設計 

 

 

・自転車道、自転車専用通行帯、車道混在における設計の基本的な考え方(分離

工作物、幅員、路面表示等)を提示 

・直線的に接続するなどの交差点部における設計の考え方を示し、自動車と分

離又は混在させる自転車専用通行帯の対応案を提示等 

●利用ルールの

徹底 

 

 

・以下の３つの観点から利用ルール徹底の取組を提示 

：全ての利用者へのルール周知(学校教育、免許証更新時等) 

：ルール遵守のインセンティブ付与(児童等への自転車運転免許証の交付、事故

の危険性周知等) 

：指導取締り(悪質、危険な違反への検挙措置等) 

●自転車利用

の総合的な取

組 

・駐停車・荷捌き車輌対策、放置自転車対策として、自転車専用通行帯区間で

の駐車禁止規制等の実施と取締り等の取組を提示 

・利用促進として、自転車マップ作成、レンタサイクル導入等の取組を提示 
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２）柏市の上位計画 

  

■柏市第四次総合計画 後期基本計画（Ｈ23 年度～Ｈ27 年度）－Ｈ23 年３月策定 

項 目 主な内容 

●交通分野の

基本施策 

 

 

○総合交通体系の充実 

・公共交通の利便性を高めることで、自動車に多くを依存しない選択性の高い

交通体系を構築し、温室効果ガスの排出を抑制した、人と環境にやさしいま

ちを目指します。 

●自転車に関す

る取り組み 

○自転車利用環境の向上 

・老朽化した既存駐輪場の計画的な再整備と放置自転車撤去活動の推進により、

放置自転車の解消に努めます。また、市営駐輪場の指定管理者制度の拡充や

道路占用制度を活用した駐輪場の民営化促進など、民間事業者が駐輪場業務

に参入しやすい環境を整備します。 

・自転車と歩行者等との分離や自転車マナーの向上により、交通事故の回避を

図ります。また、自転車ネットワークの形成や自転車シェアリングの導入に

より、自転車の利用しやすい交通環境の整備に努めます。 

 

■柏市第四次総合計画 第六次実施計画（Ｈ25 年度～Ｈ27 年度）－Ｈ25 年３月策定 

項 目 主な内容 

●自転車利用

環境の向上 

 

 

○既設駐輪場の再整備事業 

・立体駐輪場のうち、老朽化が顕著な施設から順次改修工事を行う。また駐輪

場内のセキュリティの強化を図るため、防犯カメラを順次設置する 

○レンタサイクル事業 

・通勤通学や観光等に、１台の自転車を複数の人が利用するレンタサイクルの

利用促進を図り、駐輪台数を抑制することで、自転車の利用しやすい交通環

境を整備する。 

○自転車等総合計画策定 

・駐輪場の再配置計画・修繕計画・使用料金改定のほか、放置自転車対策、自

転車安全利用対策等を含め、自転車等の各種対策を総合的な見地から計画的

に実施していくため、自転車等総合計画を策定する。 
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■柏市都市計画マスタープラン（Ｈ21 年度～Ｈ37 年度）－Ｈ21 年６月策定 

項 目 主な内容 

●道路・交通分

野の基本方

針 

 

 

○低炭素型都市づくり 

・自動車を過度に利用しない交通システムへの転換を進めていくとともに、公

共交通や歩行者・自転車ネットワークを重視した道路整備などにより「歩い

て暮らせるまち」を目指します。 

・鉄道・バスなどの公共交通機関の充実を図り、広域及び市内における移動の

しやすさの向上を目指します。 

●自転車に係る

施策 

○自転車ネットワークの形成 

・市民の手軽なレクリエーションや健康づくりのため、自転車ルートの整備充

実を図ります。現在、手賀沼沿いや利根川沿いに整備されていますが、今後、

大津川沿いにもネットワーク化していきます。 

・利根川や利根運河等の河川敷沿いのサイクリングロード、布施弁天、旧吉田

家住宅、その他の歴史的建造物、公園、緑地など周辺施設を結ぶ自転車ルー

トの設定や、レンタサイクルの乗り捨てに対応した駐輪施設の整備などを進

めます。 

・北部ゾーンにおいては、「柏の葉国際キャンパスタウン構想」により自転車

を利用しやすい環境整備と利用の仕組みを確立し、他のゾーンにおいても自

転車利用の普及促進を図ります。 

■自転車ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自転車法に基づく自転車利用総合計画を策定し、自転車利用の促進を図りま

す。 

○駐輪場の整備 

・駅周辺における駐車場の整備や駐輪場のリニューアル、民営駐輪場の誘致な

どの各種放置自転車防止策による駅前放置自転車の解消対策を推進します。 

・駐輪場附置義務制度をより効果的な制度となるよう見直します。 
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■柏市総合交通計画（Ｈ22 年度～Ｈ31 年度）－Ｈ22 年３月策定 

項 目 主な内容 

●自転車に関す

る基本方針 

 

 

○自動車に過度に頼らずに生活できる選択性の高い交通環境の整備 

・自動車に過度に頼らず移動できるよう、鉄道・バス・自転車などの既存交通

機関の多様な特性を生かし、連携しながら適切に組合わせて利用する効率的

で多様な交通手段が確保された利用しやすい交通環境の整備を図る。 

○良好な歩行者・自転車環境が確保された、歩いて暮らせるまちの創出 

・歩行空間のユニバーサルデザイン化など移動円滑化を進め、良好で連続した

歩行環境の整備を進めるとともに、既存サイクリングロードとの一体的ネッ

トワーク形成に配慮しながら、自転車も利用しやすい交通環境の実現に取り

組む。 

○優先順位の評価による効率的な道路整備 

・首都圏における広域連携拠点としての発展を支え、拠点及び地域間を連絡し

たり、鉄道駅等交通結節点へのアクセス道路などの緊急性・重要性の高い道

路に加え、公共交通や歩行者・自転車ネットワークを重視した道路などの優

先的かつ効率的な整備を推進する。 

●自転車に関す

る施策 

○自転車利用環境の整備(自転車利用環境の向上(重点的取組施策)) 

・歩行者、自転車、自動車の交通量等の実態、道路の構造を踏まえて、走行環

境の分離を推進していく。 

・自転車等の駐車対策に関する総合計画を策定し、関係機関がそれぞれの役割

を分担し、相互に連携・協力しながら、必要な措置を講じていく。 

○ルールの周知徹底、マナーの向上(自転車利用環境の向上(重点的取組施策)) 

・自転車利用者の通行ルールの周知徹底、マナー向上を関係機関と連携した啓

発活動等を通じ実施していく。 

○自動車交通量の削減(環境負荷の低減) 

・公共交通機関利用への啓発や誘導、パーク＆ライド、エコドライブ、カーシ

ェアリング等の様々な取り組みを実践し、自動車交通量の総量削減に努めて

いく。 

○地域IＣＴ利活用モデル事業(次世代型環境都市モデルの展開(重点的取り組

み施策)) 

・柏の葉地域を中心として、ＩＣＴ(情報通信技術)の利活用により、簡単に複

数交通手段から自分の状況とニーズに合った交通手段を選択できるよう支援

したり、サイクルシェア導入を視野において、必要な手続きを簡単に出来る

よう支援するシステムの構築を目指していく。 
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３）その他関連計画 

  

■柏市交通安全計画（Ｈ23 年度～Ｈ27 年度） 

項 目 主な内容 

●自転車に係る

施策 

○自転車の交通事故防止対策の推進 

・手軽で便利な交通手段、環境配慮や健康志向等の点から自転車利用者の増加

に伴い、自転車の関係する交通事故が多発しています。交通事故防止対策とし

て自転車安全利用五則等、交通ルールとマナーの啓発、警察署による指導及び

取締りの強化、交通安全協会や安全運転管理者協議会、サイクリング協会等関

係機関と協力し啓発活動を実施していきます。また、多くの自転車利用者が使

用する市営駐輪場において、利用者への自転車の安全利用のチラシの配布や啓

発看板の設置等行っていきます。 

・自転車が歩道通行するようになり、自転車と歩行者、自転車と自転車の事故

も増え、加害者になることもあるため、賠償責任保険が付加された、TSマーク

付帯保険や民間の自転車保険の加入促進を図っていきます。 

・今後、市内全域を対象とした自転車の駐輪・走行環境・安全誘導など、自転

車利用の環境整備に関する計画の策定を予定しており、市内の自転車交通環境

のあり方について検討を進めていきます。 

・また、安全基準を満たした「幼児２人同乗自転車」の普及促進、13歳未満の

子どものヘルメット着用を推進していきます。 

○駐輪場の整備及び放置自転車対策の推進 

1)駐輪場の整備 

・老朽化した既存駐輪場の計画的な再整備や利便性の向上及び防犯対策の強化

に努めるとともに、レンタサイクルを含む自転車シェアリング事業の推進に

よる駐輪需要の総量抑制や既存駐輪場の配置・規模の見直し、民間活力を活

かした駐輪場整備や民間駐輪場誘致のための支援制度の創設などに取り組み

ます。 

2)放置自転車対策 

・市内各駅周辺の放置自転車台数及び放置自転車撤去台数は、共に年々減少し

ているが、依然として放置が絶えないことから、従前の平日午前撤去に加え、

商店会等の協力を得て、放置の多い平日午後の撤去に努めます。 

3)駐車秩序の確立 

・健常者はもとよりお年寄りや車椅子利用者など全ての歩行者が安全に安心し

て歩道を通行できるよう、自転車利用者に対し法令の遵守、正しい駐車方法

等に関する教育及び広報活動を行い、社会的、道義的責任の自覚を求め、道

路の通行機能及び歩行者の安全確保に努めます。 

4)駅前放置自転車クリーンキャンペーンの活動の拡充 

・全国的に駅周辺の放置自転車による交通障害や街の景観悪化が大きな社会問

題となっている実情を踏まえ、放置から駐輪場利用への転換を図るため、商

店街、鉄道事業者等の関係機関及び市民と連携してクリーンキャンペーン活

動を拡充します。 
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■柏市環境基本計画（Ｈ21 年度～Ｈ27 年度）－Ｈ21 年３月策定 

項 目 主な内容 

●自転車に係る

施策 

 

 

○自転車を利用しやすい環境の整備(自動車交通対策(自動車交通の円滑化や抑

制)の推進) 

・放置自転車の撤去 

・公共空地を利用した駐輪場整備 

・民営駐輪場への支援 

・自転車専用道路の整備 

 

■第２期柏市地球温暖化対策計画－Ｈ26 年３月策定 

項 目 主な内容 

●自転車に係る

施策 

 

 

○環境に優しく,健康的な移動手段  

－自転車利用の促進と利用環境整備【環境政策課、交通政策課、交通施設課】  

・車の排気ガスが温暖化を促進していることは、今日では広く知られていま

す。また、健康志向と相俟って東日本大震災以降、確実な移動手段として自

転車利用者が増加しています。温暖化対策としては、通勤、買い物など日常

の移動手段が車主体から自転車へ転換されることが望ましい姿ですので、環

境政策として、自転車の利用を促進していきます。  

しかし、残念ながら自転車同士や歩行者を巻き込む事故が増加しているのが

現状です。また、依然として放置自転車が後を絶ちません。こうしたことか

ら、自転車総合計画（平成27年3月予定）を策定し、歩行者・自転車との通

行空間の分離による安全で快適な走行環境の整備、放置自転車対策、駐輪場

の適正配置や利用方法の改善、自転車のルールの徹底やマナーの向上などハ

ード・ソフト施策を展開していきます。 

○柏市が描く明るい低炭素社会 

－自転車・バス交通の充実による歩いて暮らせる街の創出 － 

・自動車に過度に頼らずに生活できる選択性の高い交通環境を整備する。具

体的には、歩行者及び自転車利用者に対する利用環境の整備・ネットワー

ク化により、環境に配慮した交通への転換を誘導する。  

 

■柏市バリアフリー基本構想（Ｈ22 年度～Ｈ37 年度）－Ｈ22 年３月策定 

項 目 主な内容 

●自転車に係る

施策 

 

 

○道路のバリアフリー方針 

・歩道の段差、勾配、路面の凸凹等を改善し、歩道の平坦性を確保します。 

・バリアフリー経路の歩道の幅員は2ｍ以上（やむを得ない場合は1.5ｍ以上）

を確保します。 

・歩道がない区間は歩行空間を確保し、安全性を高めます。 

・可能な限り、歩行者と自転車の分離を工夫します。 

・視覚障害者誘導用ブロックの設置や改善を行います。 

・歩行者の動線上にある排水ます等のふたは、溝が細かいグレーチングに変え

るなど、改善を行います。 

・夜間においても、高齢者・障害者等が安全で安心して歩けるように、照明施

設の整備により、歩行空間の適切な明るさを確保します。 

・路上の障害物を整理し、充分な通行空間を確保します。 

・バリアフリー化の観点からも、電線類地中化の推進に努めます。 

・バス停を設ける歩道は、高齢者・障害者等がノンステップバスに円滑に乗降

できる構造にします。 

・バリアフリー経路の整備にあたっては、わかりやすい案内標識の整備や休憩

できるベンチの設置にも配慮しながら進めます。 
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■ノーマライゼーションかしわプラン（Ｈ24 年度～Ｈ32 年度）－Ｈ19 年４月策定 

項 目 主な内容 

●自転車に係る

施策 

 

 

○障害のある人に配慮した都市基盤の整備 

・国のバリアフリー新法、千葉県福祉のまちづくり条例、柏市福祉のまちづく

りのための施設整備要綱、柏市バリアフリー基本構想などに基づき、障害の

ある人・高齢者の利用に配慮した都市基盤整備に努めます。 

：「福祉のまちづくり」の推進 

：安心して利用できる公園の整備 

：交通安全対策の推進 

：柏市バリアフリー基本構想 

：市営駐輪場の「思いやりスペース」 

：安心して通行できる道路・歩行空間の整備 

：学校施設のバリアフリー整備 

○歩行者の妨げとなる違法物への対策の強化 

・歩行の障害となる、無許可で設置された立て看板の撤去を実施します。また、

警察や商店会の協力を得ながら、路上に設置・陳列されている商店の看板や

商品の撤去指導を実施していきます。さらに、「放置自転車対策事業」とし

て、自転車等放置禁止区域における自転車放置防止対策を講じるとともに、

放置自転車の撤去作業を行います。 

：歩行の妨げとなる違法物対策 

：放置自転車対策事業 

 

■柏の葉国際キャンパスタウン構想－Ｈ20 年３月策定 

－千葉県、柏市、千葉大学、東京大学－ 

項 目 主な内容 

●自転車に係る

施策 

 

 

○世界の環境交通モデルとなる移動のシステムを整える 

○「柏の葉自転車利用促進計画」（Ｈ22 年３月）の策定 

○「自転車グランドビジョン（案）」の作成、モビリティーフォーラムの開催 

○自転車通行環境整備に関するモデル地区の指定（Ｈ20 年、柏の葉キャンパス

駅周辺地区）、ITS 実証実験モデル都市への指定（Ｈ21 年） 

○歩行者と自転車の楽しい移動を可能とするネットワークをつくる 

・すべての幹線道路への自転車レーンの設置等のネットワーク整備、フリー

サイクルや共同自転車等のシステム導入、地域資源を活かす魅力ある歩行

者空間とネットワーク形成など (自転車分担率 10％増加) 

・すべての幹線道路への自転車レーン設置などのネットワーク整備 

・フリーサイクルや共同自転車などのシステム導入 

・地域資源を活かす魅力ある歩行空間とネットワーク形成 

○自動車利用を削減するための総合的な施策展開 

(自動車分担率の10％低下) 

・カーシェアリングの実施 

・環境にやさしいエネルギーの利用 など 
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■柏市観光基本計画－Ｈ26 年３月策定 

項 目 主な内容 

●自転車に係る

施策 

 

 

○観光プロモーション活動の推進 

・市内の各観光拠点（あけぼの山公園、手賀沼等）を結ぶ公共交通やサイクル

ロード等について検討します。 

○重点地域別施策より 

－柏駅周辺エリア～駅前回遊の促進－ 

・駐輪場を整備することで、駅前や商店街での放置自転車をなくし、歩行者が

安心安全に楽しめるまちづくりを目指します。 

－手賀沼周辺エリア～手賀沼とその周辺の整備と啓発－ 

・自転車利用者の利便性を向上するため、サイクルポートなどの設備を整備し

ます。 

 

■柏市緑の基本計画－Ｈ21 年６月策定 

項 目 主な内容 

●自転車に係る

施策 

 

 

○サイクリングネットワークの整備 

・利根川・利根川運河の堤防や大堀川リバーサイドパーク、手賀沼ふれあい緑

道等の既存のサイクリング道路などを活用して、拠点の緑や文化財、鉄道駅・

大学・スポーツ施設等を結ぶサイクリングネットワークづくりを検討します。 

 

■第２期柏市中心市街地活性化基本計画－Ｈ26 年４月策定 

項 目 主な内容 

●自転車に係る

施策 

 

 

○事業名7－柏駅東口第二駐輪場耐震補強整備事業 

・柏駅東口第二駐輪場は建設から30 年以上が経過しており、著しい老朽化への

早急な対応が必要であるため、改修工事を実施する 

○事業名9－柏駅東口第三駐輪場整備事業 

・柏駅東口第三駐輪場は建設から20 年以上が経過しており、著しい老朽化への

早急な対応が必要であるため、改修工事を実施する 

○事業名29－自転車総合計画策定 

・自転車の駐輪・放置自転車対策、走行環境、交通安全指導及び啓発などに関

する自転車全般に係る総合計画を策定する（25～26年度） 

○事業名30－コミュニティサイクル民営化実証実験事業 

・コミュニティサイクルのシステム改良を行い、自転車のシェアによる都市環

境の向上を図る事業について、民営化が可能であるか実証実験を行う（25～

26年度） 

○事業名31－モビリティ・マネジメント事業 

・家用車の利用から公共交通への転換を促す、コミュニティ施策を展開する（27

～28年度） 

○事業名33－放置自転車等街頭防止事業 

・柏駅周辺において、街頭巡回指導員が自転車等放置禁止区域を巡回し、指導

及び啓発を行う 
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■柏の葉自転車利用促進計画－Ｈ22 年３月策定 （UDCK の他民間企業３社） 

項 目 主な内容 

●自転車の街

の目標 

○目標 

・日常生活圏での移動を日常的に行う場合の手段として、３Km以下の移動を中

心として、自動車から自転車に転換するとともに、この割合をキャンパスタ

ウン構想に基づいて、10％を自家用車から自転車に移動することとして、自

転車分担率を27％の目標として設定するものとする。 

○目標達成のための方策 

・住民等に対するインセンティブとなる施策及び柏の葉キャンパスタウンに適

した施策の検討 

・自転車の他の交通手段との関係を考慮した自転車施策の検討 

●基本計画 

 

・自転車の用途別の利用方策 

・自転車の走行・駐車空間、車体の方策 

・自転車利用促進方策の拡大戦略 

・自転車関連施策及び実施主体の整理、自転車利用促進効果の高い項目とそれを

支える施策 

 

■柏の葉交通戦略－Ｈ25 年９月策定 （柏の葉国際キャンパスタウン構想委員会） 

項 目 主な内容 

●自転車に関す

る基本方針 

 

 

○長期ビジョン（～2022年度目標年次） 

・マルチモーダルビジョン－政策優先順位（案） 

 （サイクルシェア、個人利用自転車、レンタサイクル） 

・シェアリングシステムズの位置づけ 

 （サイクルシェア、レンタサイクル） 

●自転車に関す

る施策 

○短期戦略（Ｈ25年度） 

・自転車ネットワークの整備 

 －鉄道端末交通手段としての自転車利用だけでなく、柏の葉エリア内の代表

交通手段としての自転車利用も促進させるため、連続した自転車通行空間

を整備する 

  （特に柏の葉キャンパス駅、柏の葉公園周辺地区との間の区間の先行的な

自転車通行空間の整備） 

・駐輪場の効果的な配置・運用 

－駅周辺での個人利用自転車の過剰な利用の抑制、地区内循環バスやシェア

リングシステムズへの誘導 

－特定の駐輪場への需要の一極集中を避けるため駅周辺の駐輪場料金体系の

方向性の統一 

－公設・民設の駐輪場の連携と駅周辺駐輪台数の確保 
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２ 柏市の概況と交通特性 
 

１）柏市の位置・地勢 

 

 

 

・柏市は、都心から30km 圏の千葉県北西部に位置し、東西約18km、南北約15km、面積は114.9 ㎢

です。東に我孫子市・印西市、利根川を挟んで茨城県取手市及び守谷市、南に鎌ケ谷市・白

井市、西に松戸市・流山市、北に野田市が隣接している。 

・地勢は概ね平坦であり、下総台地の北西部に位置し、その大部分は台地上にあり、標高差は

最大32m でほぼなだらかな地形となっている。市の北東部には利根川が流れ、台地に入り込

んだ大堀川、大津川、金山落などの川沿いや、手賀沼や利根川沿いに分布している低地は、

干拓事業や治水事業などが進められ、まとまった農地等となっている。 

・平成24年、平均気温15.3℃、年間降水量は1,499mmで、晴れの日が多いなど温暖な気候となっ

ている。 

■広域的位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地形概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 柏市は、下総台地北西部の台地上に位置し、地勢は概ね平坦地でほぼなだらかな地形であ

り、温暖な気候であるなど、自転車利用に適した環境を持っている。 
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２）柏市の人口 

 

 

 

 

(1)人 口 

・市の人口は平成 22 年時点で約 40.4 万人であり、このうち、主な自転車利用ユーザー（通勤

通学や買物利用）と想定される生産年齢人口については、約 26.9 万人（総人口の約 65％）

となっている。地域的には、つくばエクスプレス沿線地区への人口流入により柏駅周辺部か

ら柏の葉キャンパス駅にかけての人口は増勢基調を維持している。 

・堅調な増勢で推移した人口も、昨今の伸びは鈍化傾向にある。今後もつくばエクスプレス沿

線地区の開発を中心とした人口流入により、しばらくは人口増加が続くことが予想されるが、

全国的な少子高齢化の流れの中で、人口の伸びは次第に鈍化し、平成 37 年をピークに、市の

総人口は減少に転じるとともに、生産年齢人口は一貫して減少基調であると予想されている。 

■柏市の人口推移と将来人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■柏市の年齢別人口の推移と将来人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

注）：人口は各年 10 月 1 日現在（上の 2 図とも） 

・資料：現況は国勢調査、推計値は柏市推計（上の 2 図とも） 

 本市の人口は、平成 22 年現在約 40 万人で、柏駅周辺部から柏の葉キャンパス駅にかけて

人口は増勢基調を維持している。人口の伸びは、近年、鈍化傾向にあり、老年人口が約 20％

とゆるやかに高齢化が進行している。また、市内から市外への通勤者の半数以上は東京方面

に向かっており、市内での通勤・通学の殆どは隣接地域の居住者となっている。 
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参考 柏市の年齢別人口構成 

項 目 H27 年 H37 年 

総人口(A) 411 千人 419 千人 

年少人口(B) 54 千人 51 千人 

生産年齢人口(C) 258 千人 255 千人 

老年人口(D) 100 千人 113 千人 

生産年齢人口割合(C/A) 62.8% 60.9% 

老年人口割合(D/A) 24.3% 27.0% 
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(2) 人口流動 

・市内から市外への通勤・通学者の総数は、平成 22 年現在で約 12 万人、その半数以上（通勤

通学者全体約 21 万人の３割）が東京方面に向かっている。一方、通勤通学で市内に流入する

ものは約７万人で、殆どが隣接地域の居住者となっている。 

 

■市内通勤通学者の流出入状況 

〇流出  

 

 

 

 

 

 

 

〇流入 

 

 

 

 

 

 

 

・資料：Ｈ22 年国勢調査より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
常住就業者通学者計 
＝210,149 人 

市内→市内 
＝82,586 人 

市内→市外 
＝121,559 人 

●主な通勤通学先 
東京都・神奈川県＝63,380 人（30.2％） 
松戸市       ＝11,471 人（5.5％） 
流山市       ＝5,161 人（2.5％） 
茨城県(取手、つくば、土浦等) 

＝4,834 人（2.3％） 
埼玉県（さいたま、三郷、越谷等） 

＝4,817 人（2.3％） 
我孫子市      ＝4,135 人（2.0％） 
野田市       ＝3,453 人（1.6％） 
船橋市       ＝3,049 人（1.5％） 
千葉市       ＝2,641 人（1.3％） 

 
柏市内従業者通学者計 
＝169,300 人 

市内→市内 
＝82,586 人 

市外→市内 
＝71,305 人 

●主な常住市町村 
松戸市       ＝11,512 人（6.8％） 
流山市       ＝11,146 人（6.6％） 
我孫子市      ＝8,070 人（4.8％） 
野田市       ＝5,905 人（3.5％） 
東京都・神奈川県＝5,714 人（3.4％） 
埼玉県（三郷、さいたま、越谷、春日部等） 

＝4,930 人（2.9％） 
取手市       ＝3,184 人（1.9％） 
船橋市       ＝2,575 人（1.5％） 
鎌ヶ谷市      ＝2,106 人（1.2％） 
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３）柏市の地域特性 

 

 

  

 

●東京都心から30ｋｍ圏に位置する首都圏における広域連携拠点としての中心的な地域 

柏市は、首都圏東部、東京都心から30km 圏に含まれ、千葉県北西部の東葛飾地域に位置し、

首都圏東部における広域連携拠点として中心的な地域となっている。 

●首都圏の交通の要衝 

東京都心から放射状にJR東日本・常磐線、東京メトロ・千代田線及びつくばエクスプレス

が、南北には東武野田線が通っている。 

道路は、東京、茨城方面へ常磐自動車道と国道６号が、埼玉、千葉方面へ国道16号が通り、

首都圏の放射状と環状の交通幹線の交差部に位置する交通の要衝となっている。 

●首都圏のベッドタウンとしての都市化の進展 

昭和29年の市制施行以来、著しい人口の流入による都市化が進み、昭和30年代、国内初の

大型住宅団地を初めとする住宅団地建設や工業団地への企業進出が図られた。 

●住宅都市から広域的な商業拠点都市への発展 

常磐線の複々線化（昭和46年４月）、柏駅東口市街地再開発事業の完成(昭和48年10月)を

契機として、住宅都市から広域的な商業拠点都市への発展を遂げてきた。特に、柏駅に隣接

して出店した「柏そごう(昭和48年10月：柏駅東口市街地再開発事業)」及び「柏高島屋(昭和

48年11月)」という2つの百貨店は、千葉県北西部及び茨城県南部における商業力を決定づけ、

以後、現在に至るまでその役割を担い続けている。 

●自然環境の豊かさ 

手賀沼やあけぼの山農業公園をはじめ、広大な緑地や農地など、都心部に位置しながら水

と緑に恵まれた豊かな自然環境を有している。 

●都市の成熟化、スポーツの盛んなまちへ 

経済社会の成熟化に伴い単なる「生活の便利さ」のみならず「緑と水」、「うるおいとや

すらぎ」といった快適な居住環境へのニーズが高まっている。 

また、Ｊリーグのチームである「柏レイソル」のホームタウンとしても知られており、ス

ポーツを通して地域の活性化と市民の交流を図る「スポーツによるまちづくり」を推進して

いる。 

●市町村合併～中核市に移行 

平成17年３月に旧沼南町との合併により新「柏市」が誕生、同年8 月に北部地域の「つく

ばエクスプレス」の開通により、柏駅を中心とした都市構造から柏の葉キャンパス駅周辺地

区との２極化が進行するなど、本市の都市構造が変化してきている。 

このような都市規模の拡大とともに、分権型社会に対応していくため、平成20年、中核市

への移行とともに、東葛広域行政連絡協議会において政令指定都市に向けた研究を進め検証

を行っている。 

 柏市は、首都圏における広域連携拠点として位置づけられており、圏域の交通の要衝地、

中心市街地における高度な商業機能の集積、つくばエクスプレス開通に伴う北部地域整備な

どの都市化が進展する一方、スポーツ交流が盛んで、豊かな自然や田園空間などの地域資源

が特色となっている。 
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４）主要施設の立地状況 

  

 

 

 

 

■主要施設等の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大
津

川

柏駅

柏
流
山
線

旧
日
光
街
道

豊四季駅

初石駅

江戸川台駅

運河駅

柏たなか駅

利根運動広場

あけぼの山

農業公園

布施弁天

あけぼの山
公園

冨勢運動場

松葉庭球場

消防署

松葉野球場

松葉中学校

冨勢中学校

県立
柏の葉公園

県立柏の葉公園
総合競技場

県立柏の葉公園
コミュニティ体育館

柏の葉庭球場

こんぶくろ池

ＴＸ柏たなか駅
文化財ギャラリー

旧吉田家住宅

県立柏高校

県立柏
中央高校

柏警察署

柏の葉
サテライトオフィス

新十余二庭球場

東京大学
柏キャンパス

東京大学
柏キャンパス

ららぽーと
柏の葉

県立
柏の葉高校

船戸市民プール

新十余二野球場

田中中学校

さわやかちば
県民プラザ

柏ビレジ
水辺公園

柏ビレジ
近隣公園

北部緑地

大堀川防災
レクリエーション
公園

松ヶ崎
中央公園

モラージュ柏

イオンタウン松ヶ崎
S.C.

布施新町
ふれあい緑地

柏西口
第一公園

農産物直売所
「かしわで」

北柏
ふるさと公園

柏
ふるさと公園

戸張地区公園
柏第二中学校

柏第三中学校

イオンモール柏
　　　　　S.C.

フィールズ南柏
　　　　　S.C.キュア・ラ

柏第四中学校

日本橋学館大学

柏日体高校

増尾城址

総合公園

大津ヶ丘中央公園

大津ケ丘運動場
　　市民プール

中の橋運動広場

大津ケ丘中学校

中村順次美術館

柏市沼南庁舎
・郷土資料展示室
・こども図書館
・市民交流サロン
沼南公民館

（図書館）

酒井根
下田の森

中原ふれあい
防災公園

南増尾
小鳥の森

南部公園

しいの木公園

しいの木台
　　庭球場

稲荷峠２号公園

柏リフレッシュ公園

リフレッシュプラザ柏

逆井運動場

宮田島運動場

逆井市民プール

塚崎市民プール

塚崎運動場

名戸ヶ谷
運動場

沼南の森

手賀の丘公園

県立手賀の丘
少年自然の家

手賀の丘運動場

旧手賀教会堂

手賀の杜中央公園

ハスの群生地

将門神社 手賀沼フィッシングセンター

高柳カタクリ
群生地

逆井カタクリ
群生地

ぼたんの花
（逆井観音寺）

彼岸花
（持法院）

ボタンの花
（船戸医王寺）

ボタンの花
（大室吉祥院）

道の駅
しょうなん

北千葉湧水
ビジターセンター

布瀬ふるさとの森

日立柏
サッカー場日立柏

総合グラウンド

日立台公園

柏公園
柏市役所
中央
公民館

柏中央体育館

柏わたくし
美術館

アミュゼ柏

市立図書館

気象大学
豊四季中学校

県立東葛飾高校

柏中学校

柏第三中学校

麗澤大学

麗澤中・高校

光が丘中学校

酒井根中学校

南部中学校

逆井中学校

高柳中学校
県立沼南
高柳高校

海上自衛隊

下総航空基地

藤ヶ谷カントリークラブ

県立柏陵高校

県立柏南高校中原中学校

土中学校

芝浦工業大学

柏中・高校

風早中学校

二松学舎大学

県立沼南高校

手賀中学校中学校

二松学舎大学付属
沼南高校

市民文化会館

市民ギャラリー
高島屋

丸井

そごう

国
道

16
号

国
道

16
号

国道６号

柏ＩＣ

利
根
川

二号排水路

大堀川

柏の葉キャンパス駅

守谷流山線

我孫子関宿線

利
根
サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス

流山おおたかの森駅

流山セントラルパーク駅

北柏駅 我孫子駅

ＪＲ成田線

柏印西線

手賀沼サイクリングロード

天王台駅

東安孫子駅

湖北駅

南柏駅

新柏駅

沼南庁舎
バス乗継場

大津ヶ丘
二丁目

増尾
ニュータウン

南増尾

酒井根

大木戸
小野塚台

道の駅沼南前

手賀の丘公園

南柏駅西口

柏駅西口

柏洋スイマーズ前

高田車庫

柏駅東口

新田原

名戸ヶ谷

増尾駅

高柳駅

増尾駅
入口

逆井駅
東口

戸張

柏の葉キャンパス駅
東口

慈恵医大
柏病院

柏の葉キャンパス駅
　　　　　　　西口

国立がんセンター

柏市立高校入口

北柏駅

市立柏病院
　　　入口

あけぼの山
公園入口

東急柏ビレッジ

柏たなか駅

花野井木戸

松葉町
二丁目

南柏駅東口

増尾駅

逆井駅

市川柏線
高柳駅

五香駅

常盤平駅

白井流山線

六実駅

Ｊ
Ｒ
常
磐
線

常
磐

自
動

車
道

Ｊ
Ｒ
常
磐
線

Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線

東
武
野
田
線

松
戸

柏
線

船
橋
我
孫
子
線

国
道
６
号

東
武
野
田
線

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

利
根
川
橋

新
大
利
根
川
橋
道
路

北小金駅

新松戸駅

手賀沼

下手賀沼

染井入落

金山落

手賀川

豊
四
季
停
車
場
高
田
原
線

県立手賀沼自然ふれあい緑道

大堀川リバーサイドパーク

は
っけ
ん

か
し
わ
の
は

コ
ース

市立柏高校

北部クリーンセンター

流通経済大学付属
　　　　　柏高校

利
根
運
河
サ

イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド

利根川サイクリングロード

新京成電鉄

国立がん研究センター
東病院

千葉・柏たなか病院
市立柏病院

柏厚生総合病院

東京慈恵会医科大学付属柏病院

北柏リハビリ総合病院

公共施設

大学、中・高校

文化施設

運動施設

観光施設

公園・緑地

大型商業施設

サイクリングロード

サイクリングコース

柏スマートサイクル
自転車ポート

都市拠点

地域拠点

生活拠点

市街化区域

医療施設

市域界

高速道路

国道

主要地方道・県道

鉄道・駅

バス路線

乗合ジャンボタクシー

川・沼・水路

柏市の公共的施設は次のようなものが挙げられるが、主な施設は、JR 常磐線柏駅、北柏駅、

TX 柏の葉キャンパス駅、及び、沼南庁舎周辺に集中し立地している。また、北部・南部地域

は、良好な住宅地整備と文化・レクリエーション施設等の都市的土地利用が進展している。 
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■公共的施設一覧(1) 
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■公共的施設一覧(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料：柏市バリアフリー基本構想（Ｈ22 年３月）  
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茨 城 県

沼南庁舎
バス乗継場大津ヶ丘

二丁目

増尾
ニュータウン

南増尾

酒井根

大木戸 小野塚台

道の駅沼南前

手賀の丘公園

南柏駅西口

柏駅西口

柏洋
スイマーズ前

高田車庫

柏駅東口

新田原

名戸ヶ谷

増尾駅

高柳駅

増尾駅
入口

逆井駅
東口

戸張

柏の葉キャンパス駅
東口

慈恵医大
柏病院

柏の葉キャンパス駅
　　　　　　　西口

国立がんセンター

柏市立高校入口

北柏駅

市立柏病院
　　　入口

あけぼの山
公園入口

東急柏ビレッジ

柏たなか駅

花野井木戸

松葉町
二丁目

南柏駅東口

柏駅

国
道

16
号

国道６号
北柏駅

我孫子駅

ＪＲ成田線

天王台駅

東安孫子駅

南柏駅

新柏駅

逆井駅Ｊ
Ｒ
常
磐
線

Ｊ
Ｒ
常
磐
線

Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線

東
武
野
田
線

松
戸
柏
線

国
道
６
号

北小金駅

新京成電鉄

初石駅

江戸川台駅

運河駅

国道
16 号

流山おおたかの森駅

常
磐

自
動

車
道

東
武
野
田
線

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

利根
運

河
サ

イ
ク
リ
ン
グ
ロード

手賀沼サイクリングロード

五香駅

常盤平駅

六実駅

新松戸駅

豊四季駅

利根川サイクリングロ
ー
ド

柏ＩＣ
柏たなか駅

柏の葉キャンパス駅

利
根
川

二号排水路

大堀川

手賀沼

下手賀沼

染井入落

金山落

手賀川

大
津

川
流山セントラルパーク駅

利
根
川
橋

高柳駅

利
根
運
河

（主）我孫子関宿線

（主）守谷流山線

（県）柏印西線

（主）市川柏線

（県）白井流山線

旧
水
戸
街
道

新
大
利
根
橋

豊
四
季
停
車
場
高
田
原
線

増尾駅

５）交通基盤等の状況 

(1)道路網 

 

 

 

 

①主要な道路網 

・高規格道路としては、常磐自動車道が本市北部を横断しており、市内に柏 IC が位置している。 

・広域幹線道路としては、市を南北に縦貫する国道 16 号、本市中心を東西に横断する国道６号

（水戸街道）が位置し、慢性的な交通渋滞となっている国道 16 号は、渋滞緩和を図るための

バイパス整備の検討が進められている。 

・また、本市の骨格を形成している主要な幹線道路としては、我孫子関宿線、守谷流山線、市

川柏線、船橋我孫子線などが挙げられ、２つの広域幹線道路を骨格とし、柏駅周辺地区を中

心とした放射・環状系道路配置と概ね格子状の道路網となっている。 

■道路交通網の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 柏市は、常磐自動車道や国道 16 号、国道６号など広域的な交通アクセスに優れており、骨

格となる幹線道路が格子状に地域を結ぶ交通利便性の高い都市である。本市の都市計画道路

は 63 路線計画決定されており、整備済・概成済は総延長区間の約 46％と、整備率は県内主

要都市と比較して低い状況にある。 

市域界

高速道路

国道

主要地方道・県道

サイクリングロード

鉄道・駅

バス路線

乗合ジャンボタクシー

川・沼・水路
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②都市計画道路の整備状況 

・本市の都市計画道路は、平成 25 年現在 63 路線が計画決定されており、総延長は 150.2km で

ある。このうち、改良済区間延長が約 55.1km（総延長の約 37％）、概成済区間延長が約 13.5km

（総延長の約９％）、整備済・概成済あわせて約 68.6km（総延長区間の約 46％）であり、柏

市の都市計画道路整備率は、県内主要都市と比較しても低い状況にある。 

■都市計画道路の整備状況（Ｈ20～24年度） 

 

 

 

 

 

 

■都市計画道路の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年3月31日現在

平成 20 年度 63 150,310 55,062 36.6

21 63 150,310 55,062 36.6

22 63 150,310 55,090 36.7

23 63 150,310 55,090 36.7

24 63 150,200 55,090 36.7

年  度 完成延長(ｍ) 完 成 率(％)路  線  数 計画延長(ｍ)

・資料：柏市の統計（Ｈ25 年版－道路整備課） 

・資料：柏市道路整備プログラム作成業務報告書（Ｈ24年３月） 
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(2)公共交通 

 

 

 

 

①鉄 道 

・柏市は、JR東日本と東武鉄道の２つの鉄道があり、市内にはJR常磐線の柏駅、南柏駅、北柏

駅の３駅、東武野田線の豊四季駅、南柏駅、新柏駅、増尾駅、逆井駅、高柳駅の６駅が位置

している。また、平成17年８月につくばエクスプレス（以下、TXとする）が開業し、市内に

「柏の葉キャンパス駅」及び「柏たなか駅」の２駅が設置されている。 

・平成24年度のJR線各駅の一日平均乗客数は、約170千人、東武鉄道各駅の１日平均乗客数は、

約106千人、計約276千人となっている。また柏駅は、JR常磐線と東武野田線駅が同じ駅舎に

あり、両社柏駅の乗客数は、一日平均約188千人で、柏市全体の乗降客数の約68％を占めてい

る。TX線２駅の１日平均乗車人員は、平成24年度で約16千人となっている。 

・乗客数の推移をみると、JR各駅・東武線各駅は減少傾向にある一方、TX線各駅の乗客数は沿

線地区の開発を中心とした人口流入により、着実に増加傾向となっており、市内西北部のJR

線利用者の多くがTX各駅利用に転じているものと想定される。 

■鉄道網の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各鉄道駅の１日平均乗車人員（人／日）－Ｈ24 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東京都心へ直結する JR 常磐線と首都圏の環状鉄道網である東武野田線が本市中心部に乗

り入れているほか、北部地域につくばエクスプレスが開通、また、バスは柏駅を中心に市内

を放射状にネットワークし運行されている。鉄道・バスともに利用者は近年減少傾向にある

が、TX 線各駅の乗客数は、沿線地区の開発を中心とした人口流入により増加傾向にある。 

・資料：柏市内の公共交通（Ｈ26 年９月） 

・資料：第２期柏市中心市街地活性化基本計画（Ｈ26 年４月） 
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■各駅の乗車客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②バス交通 

・柏市の路線バスの運行状況をみると、柏駅を中心に放射状のネットワークとなっており、JR

３駅を中心に路線網が整えられ、JR 線以西の地域で運行本数が多くなっている。 

・路線バスは４社で運行され、路線数が最も多いのは柏駅西口で、次に柏駅東口、南柏駅東口

となっており、柏駅西口と柏の葉方面を結ぶ路線は、市内の路線では最も便数が多くなって

いる。 

・路線バスの利用者は、平成２年をピークに減少傾向にある。 

・また、交通不便地域を解消し、公共公益施設への連絡機能を高めるため、かしわコミュニテ

ィバスの一部・代替（若白毛コース、岩井コース－平成25年３月終了）として、沼南地域を

中心に、かしわ乗合ジャンボタクシー、予約型相乗りタクシー「カシワニクル」が運行され

ている。 

■柏市内のバスの運行状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料：柏市統計書(Ｈ25 年版)より作成 
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■かしわ乗合ジャンボタクシーの利用者実績（Ｈ24～25 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コミュニティバス路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料：柏市内の公共交通（Ｈ26 年９月） 

・資料：柏市交通政策課資料 

・資料：千葉県交通計画課資料 
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３ 自転車利用環境の状況 
 

１）自転車利用の交通分担率 

 

 

 

 

 

 

(1)交通手段における自転車利用の割合 

・平成 20 年の代表交通手段の構成比をみると、通勤においては鉄道利用が最も多いものの、通

勤を除いては自動車利用が多くなっている。 

・平成 10 年から 20 年にかけて鉄道とバスが増加しているが、自動車、二輪車、自転車が少な

くなっている。鉄道・バスの増加については、平成 17 年につくばエクスプレスが開業し、そ

れに伴い北部地域におけるバス路線も整備されたことの影響が出ているものと想定される。 

・また、代表交通手段分担率の推移をみても、自動車の合計割合が最も高く、次に、鉄道、徒

歩となり、自転車利用は４番で、その分担率は 15％程度となっている。 

 

■代表交通手段の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■柏市の代表交通手段分担率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代表交通手段における自転車利用は 15％程度だが、鉄道駅へのアクセスは徒歩・自転車が

主体であり、柏市の駅への交通手段（通勤・通学）の自転車利用は「自転車利用環境モデル

地区」の中でも全国トップと駅までの自転車利用が多いことが明らかとなっている。また、

自転車利用の目的では、買い物・レジャー等の私事目的が高いものの、近年、通勤・業務の

目的が上昇している。 
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(2)駅利用者の交通分担率 

①駅利用者の自転車利用の割合 

・鉄道駅へのアクセスは、全体に徒歩・自転車が主体であり、JR 各駅へは路線バス利用が 14

～28％と多く、自転車利用割合は１～３割となっている。 

・平成 20 年の自転車による駅利用をみると、高柳駅の自転車利用が最も多く、次に、柏の葉キ

ャンパス駅、南柏駅、北柏駅となっているが、高柳駅や逆井駅、増尾駅など東武野田線の各

駅は平成 10 年から自転車利用が大きく減少している。 

・また、駅別の自転車利用割合をみると、乗客数の多い JR 柏駅では約１割、他の多くの駅では

約２割（新柏駅と逆井駅は 1 割程度）程度となっているものの、自転車利用の実数(トリップ

数)でみると柏駅が市全体の約 4 割、南柏、北柏と合わせた JR３駅で約７割を占めている。 

※1 トリップ：人がある目的をもって、ある地点からある地点へと移動する単位 

■駅端末交通手段の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市内各駅別の端末利用交通としての自転車利用数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,524

11,135

7,516

1,391

2,699

1,328

3,778

2,231

4,746

966

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

柏

南柏

北柏

新柏

増尾

逆井

高柳

豊四季

柏の葉キャンパス

柏たなか

トリップ数(トリップ)

・グラフ中の■箇所が自転車利用の割合 

・資料：Ｈ20 年東京都市圏パーソントリップ調査より作成 
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②全国における柏市の駅利用者の自転車利用率 

・国土交通省の自転車利用環境のあり方を考える懇談会資料「自転車通行環境整備モデル地区

の取り組み状況」によると、柏市の通勤・通学の自転車利用（駅端末交通手段としての自転

車利用率）は、「自転車利用環境モデル地区」の市町村の中では、全国トップであるとの結果

が出ており（全国平均が 3.6％に対し柏市は 10.6％）、柏市は全国的に見ても駅までの自転車

利用が多いことが明らかとなっている。 

■通勤・通学における駅端末交通手段自転車利用率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)自転車利用の目的分担率 

・平成 20 年の目的別代表交通手段分担率をみると、自転車においては、買い物・レジャー等の

私事目的が最も高くなっている。 

・また、平成 10 年から平成 20 年にかけて、自転車の分担率が上昇したのは通勤と業務で、通

学と私事は減少傾向にある。 

■目的別代表交通手段分担率（Ｈ20年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自転車の目的別分担率の推移（Ｈ10年～20年） 

 

 

 

 

・資料：自転車通行環境整備モデル地区の取組み状況（Ｈ20 年・国土交通省道路局地方道・環境課道路交通安全対策室） 
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〈参考〉柏市の買い物利用状況 

・市内における買物目的での自転車利用割合は約 2 割あり、通勤・通学目的での自転車利用割

合は１割程度となっている。 

・なお、市内居住者の買物における購買地をみると、柏市内が９割と圧倒的に多く、買物目的

行動における市外への移動は僅かで、ほぼ市内で完結しているようにみられる。その目的地

と想定される主要な(大型)商業施設は、柏駅周辺に多く、その他南柏駅、柏の葉キャンパス

駅などにも立地している。 

■市内居住者の買物における購買地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な商業施設の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料：千葉県の商圏（Ｈ24 年度消費者購買動向調査、Ｈ25 年 3 月千葉県商工労働部）より作成 

大型商業施設の規模別凡例 

面積（㎡）区分 

２万以上㎡ 

１～２万㎡ 

0.5～１万㎡ 

・資料：千葉県市町村別大規模小売店舗名簿（Ｈ25
年 12 月末）(千葉県商工労働部）より作成 
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〈参考〉全国における自転車利用の状況 

 

 

 

 

・全国における自転車の保有台数は、平成 20 年現在、約 6,900 万台であり、年により増減はあ

るものの、全体的には増加傾向にある。 

・移動距離別の交通手段をみると、平成 17 年全国都市交通特性調査では、５km 未満の交通手

段の２割を自転車が担っている。 

・また、大都市周辺のベッドタウンでは、通勤通学における自転車の駅端末利用の割合が高く、

特に千葉県は約 41％が駅端末利用と最も高くなっている（平成 12 年国勢調査）。 

・自転車に乗る理由としては、平成 24 年現在、所用時間が短く一番早く目的地に着ける利便性

の高さを第１として、その他、健康・環境を挙げる人が多くなっている。 

■自転車及び自動車保有台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■移動距離帯別の交通手段別利用割合           ■自転車利用の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全国的に、自転車の保有台数は多少の増減はあるものの、全体的には増加傾向にある。 

○自転車は身近な移動手段として、都市内交通等において重要な役割を担っているとともに、

大都市近郊では、通勤通学における駅端末交通として活用されている。 

○健康や環境への意識の高まり等を背景に、利用ニーズが高まっている。 
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■通勤・通学における自転車利用に占める駅端末利用の割合（関東近郊都市圏） 
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２）自転車ネットワークの取組み 

(1)自転車道の整備状況 

 

 

 

・本市では、「柏の葉キャンパスタウン構想」（Ｈ20 年３月）におけるサスティナブルな移動交

通システムを目指し、「柏の葉自転車利用促進計画」（Ｈ22 年３月）により、柏の葉キャンパ

ス駅周辺において、自転車道１区間 500ｍ、自転車歩行車道２区間 3,000ｍ、通行位置の明示

４区間 3,200ｍの整備を推進している。 

・また、手賀沼周辺、利根川周辺、大堀川周辺において自転車ルートが整備されている。 

■柏の葉キャンパス駅周辺の自転車ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

東大柏キャンパス
国立がんセンター

凡 例 

鉄道駅  

駐輪場 
 

役所  

学校・研究機関 
 

ショッピングセンター 
 

その他  

団地 ● 

 

柏の葉公園

総合競技場

さわやか千葉県民プラザ

流通経済大学附属柏高等学校

県立柏の葉公園

柏の葉第一住宅

千葉大学科学教育研

究センター

柏の葉高校

柏の葉コミュニティ体育館

柏の葉公園団地 十余二第一公園

ららぽーと

柏の葉キャンパス駅

若紫緑地公園

若紫第一公園

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

中十余二第二公演

凡例 最終計画 供用済

自転車道

自転車専用通行帯

自転車歩行者道

通行位置の明示

 交通利便性の高い道路網と併せ、自転車利用に適した道路環境を有しているが、自転車道

や自転車ルートは、北部地域及び河川や手賀沼周辺など限られた地域の整備となっている。 

・手賀沼周遊サイクリングロード 

・大堀川リバーサイドパーク 

・資料：柏市交通政策課資料 

・利根川サイクリングロード 
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(2)柏市の自転車利用と自転車ネットワークの検討 

 

 

 

 

・平成 20 年の駅端末交通手段では高柳駅の自転車利用が最も多くなっているが（東京都市圏パ

ーソントリップ調査）、自転車利用の実数でみると（トリップ数）、柏駅が約 4 割、南柏、北

柏と合わせたＪＲ3 駅で市全体の約 7 割を占め、自転車利用が高くなっている。 

・駅周辺を始めとして、歩行者を含め安全性を確保した自転車通行空間の改善が急務であるが、

現状の道路形態や沿道利用状況を踏まえると困難が伴うことが想定される。 

・これまで、都市計画マスタープランや柏の葉交通戦略等において本市の自転車ネットワーク

（案）を提示しているが、今後、関連計画との調整・整合を図るとともに、自転車利用の実

情に即した、安全・快適な自転車通行空間のネットワーク化を図る必要がある。 

■市内各駅別の端末利用交通としての自転車利用数 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自転車ネットワーク構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自転車利用を駅別でみると、柏駅が約４割、南柏、北柏を含めた JR３駅で市全体の約７割

を占め多くなっている。 

今後、歩行者を含め安全性を確保した自転車通行空間の改善が急務であり、自転車利用の

実情に即した、安全・快適な自転車通行空間のネットワーク化を図る必要がある。 

 

22,524

11,135

7,516

1,391

2,699

1,328

3,778

2,231

4,746

966

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

柏

南柏

北柏

新柏

増尾

逆井

高柳

豊四季

柏の葉キャンパス

柏たなか

トリップ数(トリップ)

・資料：柏の葉交通戦略 

（Ｈ25 年９月） 

・資料：Ｈ20 年東京都市圏パーソントリップ調査より作成 
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■道路形態の例 

○広めの歩道、広めの路肩      ○広めの歩道、狭い路肩        ○狭い歩道、狭い路肩 

 

 

 

 

 

 

 

○狭い歩道、路肩無し         ○歩道無し、路側帯無し         ○広い路側帯 

 

 

 

 

 

 

 

○狭い路側帯（ほとんど側溝）    ○「自転車歩行者」の標示       ○国道６号 

 

 

 

 

 

 

 

○国道 16号               ○路面標示なし              ○路肩、路側帯の変わった使い方 

 

 

 

 

 

 

 

○路肩、路側帯の変わった使い方 
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柏駅

柏流山線

豊四季駅

柏たなか駅

国
道

16
号

国
道

16
号

国道６号

柏ＩＣ

利
根
川

柏の葉キャンパス駅

守谷流山線

我孫子関宿線

北柏駅

ＪＲ成田線

柏印西線
南柏駅

新柏駅

増尾駅

逆井駅

市川柏線

高柳駅

白井流山線

白井流山線

Ｊ
Ｒ
常
磐
線

常
磐

自
動

車
道

Ｊ
Ｒ
常
磐
線

Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線

東
武
野
田
線

松
戸

柏
線

船
橋
我
孫
子
線

国
道
６
号

東
武
野
田
線

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

手賀沼

下手賀沼

手賀川

豊
四
季
停
車
場
高
田
原
線

新京成電鉄

0.99

1.30

1.35
1.30 1.13

1.12

1.46

0.99

1.00

1.27

1.13

1.32

1.38

0.84

50 台

103 台

276 台

407 台

452 台

491 台

1469 台

913 台

897 台

〈参考〉主要道路における車輌交通量および混雑度 

・平成 22 年度の道路交通センサスによると、柏市内の主要道路における平日 12 時間の車輌交

通量の多い路線は、国道をはじめとして、我孫子関宿線、松戸柏線、市川柏線、船橋我孫子

線等となっており、観測地点における 12 時間混雑度が最も高いのは、守谷流山線の市境周辺

となっている。我孫子関宿線や市川柏線は、車輌交通量も多く混雑度も高くなっている。 

・国道６号、16 号においては、都市計画道路など市内の道路網整備の遅れや流入交通量の増加

などにより、道路混雑が慢性化している状況となっている。 

・また、上記路交通センサスでは、交通量調査地点において自転車交通量も調査（国道を除く）

されており、守谷流山線の平日約 1,500 台／12ｈが最も高く、その他駅周辺が高くなってい

る。 

・道路交通センサスからみると、守谷流山線や交差する我孫子関宿線、松戸柏線の南柏駅周辺

が車輌交通量や混雑度、自転車交通量が高く、自転車通行空間の改善・整備の検討の必要性

が伺える。 

■車輌・自転車交通量と車輌混雑度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料：新・道路交通センサス（Ｈ22 年）より作成 

0 ～ 5,000台

5,000 ～ 10,000台

10,000 ～ 15,000台

15,000 ～ 20,000台

20,000 ～ 25,000台

25,000 ～ 30,000台

30,000 ～ 35,000台

交通量 （平日 12時間）

： 12時間混雑度～交通調査基本区間の
　　　　　　　　　　　　交通容量に対する交通量の比

：自転車類交通量 （台 /12ｈ）

都市拠点

地域拠点

生活拠点

市街化区域

市域界

高速道路

国道

主要地方道・県道

鉄道・駅

川・沼・水路
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３）サイクルシェア等の取組み 

(1)レンタサイクルの状況  

 

 

 

 

・柏市では、平成 27 年現在、柏駅東口第二駐輪場、柏の葉キャンパス駅第一駐輪場（北側）、

柏たなか駅第一駐輪場と、手賀沼周遊レンタサイクルとして、道の駅しょうなん、北柏ふる

さと公園の５つの拠点でレンタサイクル事業が実施されている。 

・鉄道駅周辺の既存駐輪場を拠点として実施している「駅前型」は、JR 柏駅東口第二、TX 柏の

葉キャンパス駅第一、TX 柏たなか駅第一の３拠点で実施されており、鉄道からの乗換により

端末交通として利用される性格が強くなっている。（TX 柏たなか駅は平成 21 年 12 月から事

業実施） 

・一方、手賀沼周辺に拠点のある「公園型」は、レジャー利用としての性格が強くなっている。 

・また、平成 21 年６月～７月、及び、10 月～11 月の２回に渡り、JR 柏駅、北柏駅、TX 柏の葉

キャンパス駅、柏たなか駅周辺の４つの既存駐輪場を拠点として、どの拠点においても返却

可能な「レンタサイクル相互利用実証実験」を実施した。 

・これは、将来的なコミュニティサイクル事業を想定した実証実験だが、現時点では、各レン

タサイクル事業の管理者及び運営者が異なることや、周知不足、拠点間の台数補正に手間や

環境負荷がかかってしまうことなど、実験を通していくつかの課題が明らかとなっている。 

■レンタサイクル事業の主な運営概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■レンタサイクル相互利用実証実験事業概要 

 

 

 

 

 

 

 レンタサイクルは、平成 27 年現在、駅前型３箇所、公園型２箇所の計５つの拠点で実施し

ている。近年、将来的なコミュニティサイクル事業を想定した、レンタサイクル相互利用実

証実験を実施し、自転車を共同利用する「かしわスマートサイクル」に取り組んでいる。 

・資料：レンタサイクル事業一覧表（柏市交通政策課（Ｈ22年現在）） 

・資料：柏市交通施設課資料、「手賀沼周遊レンタサイクルのご案内」（Ｈ27 年３月）より作成 

管理（運営） 利用方法 利用時間 利用料金（円）
台数
（台）

一時利用 6:00～22:00 大人210、高校生以下100 20

18:00～翌8:00

8:00～18:00

一時利用 大人300、高校生以下150

一月利用 大人3,000、高校生以下1,500

一時利用 大人300、高校生以下150

一月利用 大人3,000、高校生以下1,500

○道の駅しょうなん 39

○北柏ふるさと公園 39

駅
前
型

貸出拠点

6:00～20:00

6:00～20:00

50

80

15

○柏駅東口第二
交通施設課
（シルバー人材
センター）

柏市まちづくり
公社
（サイカパーキ
ング）

○柏の葉キャンパス駅第一

○柏たなか駅第一

一月利用 大人2,060、高校生以下1,030

柏市まちづくり
公社

9:00～17:00（４月１
日～９月30日）、
9:00～16:00（10月１
日～11月30日、春

休み期間）

一時利用
一般300、小学生以下100
※県民の日は無料

公
園
型
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(2) 現在の取り組み施策 

 

主な取り組み 概 要 

●サイクリング

ネットワーク

の整備 

 

 

○利根川、手賀沼、大堀川等のサイクリングロードを利用したネットワークづく

り 

○「花野井・布施地区自転車ネットワーク策定業務」（Ｈ22 年２月） 

 （旧吉田家住宅歴史公園をはじめとした観光資源が集積する当該地区を中心と

し、自転車の「観光」利用の視点も含めたネットワーク構築の検討） 

●かしわスマー

トサイクル実

証実験 

－Ｈ22 年～ 

○自動車からの転換による温室効果ガス低減を目的に、自転車利用促進事業の１

つとして実証実験を実施 

 ※詳細は次ページ参照 

●レンタサイク

ル相互利用実

証実験 

－Ｈ21 年６～７月、

10 月～11 月－ 

○TX 柏の葉キャンパス駅、TX 柏たなか駅、JR 柏駅、JR 北柏駅の４箇所を拠点と

し、自転車の貸出場所、返却場所を自由に選べる実証実験の実施 

 

 

●コミュニティ

サイクル民営

化実証実験事

業 

－Ｈ24～26 年度－ 

○柏北部地区において、車以外の移動手段確保に向けた実証実験事業の実施 

 （都市再生整備計画－柏北部地区：ポート整備、システム改良等） 

 

●自転車関連イ

ベントの実施 

○TX サイクルフェスタ（毎年春） 

○手賀沼トライアスロン大会 

 など 

●その他 ○サイクル＆バスライドの取り組み（大津ヶ丘、中ノ橋のバス停） 

○環境的に持続可能な交通（EST）モデル事業実施に関する調査（Ｈ18 年３月） 

 ・TX 各駅への自転車駐輪場整備など 

○東京大学柏キャンパスにおける通勤・通学マネジメント事業（Ｈ18 年３月） 

 ・通勤・通学バスサービス、共同自転車システム、MM 事業の実施 

○手賀沼周遊レンタサイクル事業（道の駅、北柏ふるさと公園に２つのステーシ

ョン設置） 

○放置自転車実態調査－柏駅自転車放置禁止区域内（Ｈ25 年８月～11 月） 

○市内駐輪場の実態調査（Ｈ25 年度） 

○駐輪場の老朽度合いに関する調査 

○自転車交通事故防止の広報・PR（千葉県、県警察、県教育委員会、県交通安全

対策推進委員会） など 
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〈参考〉かしわスマートサイクル実証実験 
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４ 駐輪場の現況と将来需要 
 

１）駐輪場の整備状況 

・市内では、計 46 箇所の市が整備した駐輪場が鉄道駅周辺を中心に整備されている。各駅別の

収容台数(定期利用)は、柏駅が最も多く、全体の約３割、次いで JR 沿線の南柏駅、北柏駅と

続きこの３駅で市全体の約７割を占めている、東武線沿線では増尾駅、TX 沿線では柏の葉キ

ャンパス駅に多く設置されている。 

・一時利用の収容台数は、柏駅をはじめとした JR 沿線各駅と柏の葉キャンパス駅に多く、特に

JR 沿線各駅に約 7 割が集中している。 

・各駐輪場の立地・施設の状況をみると、最寄駅からの距離が 300m 以内に約 65％の駐輪場が

整備されており、整備年別にみると、開設後 20 年以上が半数以上で、30 年超も３割弱ある。

また、屋根ナシが 6 割を占めている。 

 

■公的駐輪場の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つくばエクスプレス
常磐自動車道

柏たなか駅

柏の葉キャンパス駅

北柏駅

柏駅

南柏駅

豊四季駅

新柏駅

増尾駅

逆井駅

高柳駅
国道１６号線

国道６号線

JR常磐線東武野田線

西口９ヶ所

東口６ヶ所

中ノ橋バス停

大津ヶ丘団地バス停

つくばエクスプレス

常磐自動車道

柏たなか駅

柏の葉キャンパス駅

北柏駅

柏駅

南柏駅

豊四季駅

新柏駅

増尾駅

逆井駅

高柳駅
国道１６号線

国道６号線

JR常磐線東武野田線

西口９ヶ所

東口６ヶ所

中ノ橋バス停

大津ヶ丘団地バス停

・資料：柏市統計書(Ｈ25 年版) 
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■各駅の公的駐輪場の収容台数 

種別 

管理・駅別 

定期利用収容台数 一時利用収容台数 

合計 構成比 合計 構成比 

市営 柏 駅 9,617  33.4% 1,592  38.3% 

北柏駅 3,945  13.7% 511  12.3% 

南柏駅 3,721  12.9% 454  10.9% 

新柏駅 767  2.7% 29  0.7% 

豊四季駅 1,103  3.8% 161  3.9% 

増尾駅 1,329  4.6% 135  3.2% 

逆井駅 1,037  3.6% 0  0.0% 

高柳駅 1,300  4.5% 242  5.8% 

バス停 99  0.3% 0  0.0% 

市営計 22,918  79.5% 3,124  75.2% 

民営 南柏駅 3,240  11.2% 420  10.1% 

柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ駅 1,950  6.6% 550  13.2% 

柏たなか駅 760  2.6% 60  1.4% 

民営計 5,950  20.5% 1,030  24.8% 

駐輪場計 28,868  100.0% 4,154  100.0% 

 

 

■市営駐輪場の整備状況 

 全数  構成比 

 うち民営  

最寄駅からの

距離 

100ｍ以内 5 1 10.9% 

100～200ｍ 13 2 28.3% 

200～300ｍ 12 4 26.1% 

300ｍ以上 16 2 34.8% 

整備年数 Ｓ59 年以前 13 0 28.3% 

Ｓ60～Ｈ6 年 14 0 30.4% 

H7～H16 年 10 2 21.7% 

H17～H26 年 8 7 17.4% 

不明 1 0 2.2% 

施設形態 平置き 屋根ナシ 25 0 54.3% 

屋根付き 1 0 2.2% 

高架下 11 9 23.9% 

建屋 

(鉄骨造) 

1 階 2 層 4 0 8.7% 

3 階以上 5 0 10.9% 

合 計 46  100.0% 

 

 

・資料：柏市交通施設課資料 

・資料：柏市交通施設課資料（Ｈ26 年 10 月 1 日現在） 
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２）駐輪場の利用状況 

・各駐輪場の利用状況をみると、定期利用では JR 沿線駅の利用率が相対的に高く、駅別ではよ

り使いやすい（駅に近い等）駐輪場が選ばれている。なお、柏駅では東口の方が西口より利

用率が高い状況となっている。 

・一時利用については、「柏駅東口第一」が突出して多く、次いで「柏駅東口第二」「柏駅西口

第一」「柏駅西口第二」「高柳駅東口第五」の利用が多い。また、一時利用については、柏駅

だけでなく東武野田線沿いの各駅での利用も比較的多い。 

・柏駅周辺には大型商業施設等が設置した民間駐輪場があり、その利用率は概ね７割以上とな

っている。 

 

■駐輪場別の利用状況(Ｈ25 年度定期利用の最高利用率) 

利用率の区分 鉄道路線 該当駐輪場 

比較的利用率が高い駐輪場 
(最高利用率 70％以上) 

ＪＲ沿線 －柏駅東口第一、第二、第四、第五、第六 
－柏駅西口第一、第二、第五、第六、第八、第九 
－北柏駅北口第一、南口第一、第三 
－南柏駅東口第一、第二 

東武野田線 －新柏駅東口第一、西口第二 
－逆井駅東口第一 
－増尾駅東口第一、第二、西口第一 
－逆井駅東口第一、西口第一 
－高柳駅東口第一、第二、第三 

バス停 －大津ヶ丘 

次いで利用率が高い駐輪場 
(最高利用率 50～70％) 

ＪＲ沿線 －柏駅東口第三 
－柏駅西口第七 
－北柏駅北口第二 
－南柏駅西口第二(民) 

東武野田線 －新柏駅西口第二 

ＴＸ沿線 －柏の葉キャンパス駅第一(民)、第二(民) 

利用率が半分以下の駐輪場 
(最高利用率 50％以下) 

ＪＲ沿線 －柏駅西口第四 
－北柏駅南口第二 

東武野田線 －豊四季駅南口第一、北口第一 

ＴＸ沿線 －柏たなか駅第一（民）、第二（民） 

バス停 －中ノ橋 

 

■市営駐輪場の利用状況(自転車定期利用の最高利用率：Ｈ25 年 10 月時点)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料：柏市交通施設課資料 

・資料：柏市交通施設課資料 

70％ 

50％ 
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■市営駐輪場の利用状況(Ｈ25 年度一時利用台数(月平均利用台数)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■柏駅周辺の主な民間駐輪場の利用率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料：柏市交通施設課資料 

・注：利用率は、調査時点(Ｈ25 年 11 月 19 日の 13 時～15 時の時点)の断面時の利用台数と駐輪場の収

容台数(利用台数／収容台数)より算出しておりであり、トータルの利用率ではない。 

：駐輪場名の()内の台数は当該駐輪場の収容台数 

・資料：柏市交通施設課資料 
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３）放置自転車の実態 

・市内では自転車放置禁止区域が設定され、市による放置自転車等の撤去、街頭巡回指導員に

よる警告・口頭指導などの放置自転車対策が行われており、市内各駅周辺の放置自転車台数

は減少傾向にあるものの、平成 21 年以降は 400 台前後のまま横ばい傾向となってきている。 

：撤去活動等（主に午前）によって、通勤通学利用等の長時間の放置自転車が減少して

きたものの、依然として買物利用等の短時間の放置自転車が一定量残る状況が続いて

いるとみられる。 

 

■放置自転車台数及び撤去台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駅別に放置自転車の台数をみると、柏駅周辺が突出して多く、市内全体の放置自転車台数の

約 7 割を占めている。 

・放置自転車台数の多い柏駅周辺の実態調査(平成 25 年 10 月末～11 月の平日、休日各 2 日間

実施)結果によると、放置自転車台数は曜日・時間帯により異なるが、民地の放置を含め、平

均で約 600 台(西口：約 180 台、東口：約 410 台)となっている 

：時間帯別では、夕方の午後 5 時頃をピークに午後 7 時頃まで放置が多く、特に柏駅東

口が多く、東口の特定の商業施設の周辺に集中している。 

 

■各駅の放置自転車の状況(Ｈ25 年度日平均) 
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8 13 13 4 6 5 0 1 7 1 

224

8
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4 14 8 0 2 9 2
0

50

100
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200

250

300

350

400

放
置
自
転
車
台
数(

台)

午前9時 午後3時

・資料：柏市交通施設課資料 

・資料：柏市交通施設課資料 

市全体：323 台(午後 3 時) 

市全体：106 台(午前 9 時) 
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■柏駅の放置自転車の台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■柏駅周辺の主な放置場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な放置場所 

152 161 195 

354 
399 393 

165 
216 206 

410 

541 

436 

128 162 
223 

383 
447 425 

167 161 183 

416 
354 376 153 

175 
202 

391 
435 

408 

0

100

200

300

400

500

600

12時 17時 19時 12時 17時 19時

西口 東口

放
置
台
数(

台)

10月22日(火) 10月27日(日) 11月1日(金) 11月2日(土) 平均

東口平均 411 台 

西口平均 177 台 

○商業施設(パチンコ店)
周辺 
：平均 60 台前後 
 
 
 
 
 
 

○セントラルパル通りか
ら 2 番街周辺 

：平均 150 台前後 

○ハウディーモール周辺 
：平均 70 台前後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○大規模商業施設周辺 
：平均 40 台前後 
 
 
 
 
 

 

・資料：柏市交通施設課資料 
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〈参考〉全国における放置自転車及び駐輪場の稼働状況 

 

 

 

 

・全国における平成 21 年の放置自転車台数は 24 万台、そのうち、東京都市部に占める割合は

約 22％となっている。収容能力の増加とともに、放置自転車は平成３年頃から減少傾向にあ

る。 

・駐輪場・保管所の整備は進んでいるものの、駐輪場の稼働率は平成 21 年 71％と、年々減少

傾向にある。 

■放置自転車の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■駐輪場稼働率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○放置自転車は近年減少傾向にあるものの、都市部を中心に多くの放置自転車が存在してい

る。 

○駐輪場の整備は進んでいるものの、稼働率は７割程度となっており、放置自転車対策とし

ては、ニーズに対応した駐輪施設が充分ではないことが伺える。 

・資料：以上、「駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果」

（Ｈ22 年）内閣府政策統括官交通安全対策担当調査 
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４）駐輪場の将来需要 

・平成 25 年の自転車需要(台数)及び将来人口をもとに、将来の自転車需要の推計を行った結果、

柏たなか駅、柏の葉キャンパス駅については需要増加をするものの、その他の駅については

需要減少が見込まれる。 

・また、柏の葉キャンパス駅の将来需要(台数)は現状の駐輪場収容可能台数を上回る可能性が

あると見込まれ、その他の駅についてはいずれの駅も将来需要(台数)が現状の駐輪場収容可

能台数を上回ることはないと見込まれる。 

 

■自転車駐輪将来需要の推計結果(凡例：                ) 

○ＪＲ沿線 
①柏駅西口          ②柏駅東口 
   
 
 
 
 
 
③北柏駅           ④南柏駅 
      
 
 
 
 
 
○ＴＸ沿線 
⑤柏の葉キャンパス駅     ⑥柏たなか駅 
 
 
 
 
 
 
○東武線沿線 
⑦豊四季駅          ⑧新柏駅           ⑨増尾駅 
 
 
 
 
 
 
⑩逆井駅           ⑪高柳駅 
 
 
 
 
 
 
○その他 
⑫中ノ橋バス停        ⑬大津ヶ丘バス停 
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0
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2,449 2,361 2,348 
3,290 3,174 3,158 

4,456 

0
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2,000
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4,000

5,000

H25 H30 H35

1,687 1,763 1,929 
2,189 2,287 2,503 

2,450 

0
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1,060 984 930 
1,312 1,218 1,150 

1,464 

0
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平均需要 最大(ピーク時)需要 駐輪場収容台数(現状)

注：棒グラフの種別内容は以下のとおり 

・平均需要 

＝H25 年 10 月の平均需要(平均利

用台数)を基準にした推計 

・最大(ピーク時)需要 

＝H25 年 10 月の最大需要(最大利

用台数)を基準にした推計 

22 20 18 

31 28 26 

45 

0

10

20

30

40

50

H25 H30 H35



43 

 

５ 自転車に関する市民意識 
 

１）自転車施策について 

◆市民の交通に関する意識アンケート調査 

 「市民の交通に関する意識アンケート調査」は、市民の外出時の交通行動、現在の交通環境

に関する満足度、今後の交通施策に関する意識等を把握し、将来の総合的な交通計画策定に向

けた基礎資料とするため実施したものであり、その調査結果から自転車交通に関する事項につ

いて抜粋し整理した。 

 

■調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

■自転車交通に関する調査結果のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な調査結果  ※自転車交通に関し抜粋 

①利用交通手段について 

・「鉄道を利用しない場合の交通手段」は自動車が最も多く、次に自転車、徒歩の順となって

いる。 

・「鉄道駅までの利用手段」については、ほとんどが徒歩及び自転車利用であり、次に、路線

バスとなっている。 

・「代表交通手段」は、平日では「中央地域」と「南部1 地域」で鉄道利用が60％を超えてい

るほか、「北部地域」では「自動車（自分で運転）」が19.0％と、４地域の中で最も高くな

っている。 

・休日の「代表交通手段」は、総体的に「自動車（自分で運転）」の割合が増加している。 

○調査地域：柏市全域 

○調査対象：市内在住の 16 歳以上の男女 4,000 人 

○抽出方法：住民基本台帳から無作為抽出 

○調査方法：郵送による配布、回収 

○調査実施期間：平成 21 年２月 21 日（土）～平成 21 年３月２日（月） 

○回収結果：有効回収数 1,444 票  有効回収率 36.1％ 

●鉄道を利用しない場合の交通手段は、自動車に次いで自転車利用が高く、鉄道駅までの

交通手段についてはほとんどが徒歩及び自転車利用となっている。 

●自転車を利用しやすい環境づくりでは、「自転車専用レーン等の設置による安全な走行環

境の確保」を最も重視し、次に、駅周辺への駐輪場整備となっている。 

●駅周辺の優先すべき交通手段では、バス交通に続いて自転車を充実すべきとし、駅周辺

の将来については、公共交通の乗り継ぎや自家用車の活用しやすさとともに、「自転車の

走行環境の整備と駐輪場の使いやすさ」を望んでいる。 

●今後 10 年先を見通した交通環境の方向性については、「自転車利用の向上に向けた自転

車専用レーン等の走行環境の整序」を一番に優先すべきとし、併せて、全体には「生活

移動環境の向上に向けたバス等の公共交通の充実」への意向も高く、自転車と公共交通

機関との連携のあり方等も検討課題の一つとなることが想定される。 
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②自転車の環境づくりについて 

・自転車を利用しやすい環境づくりで必要と感じることは、「自転車専用レーン等の設置によ

る安全な走行環境の確保」が最も多く全体の45.1％を占め、次に、通勤・通学で利用される

「駅周辺への駐輪場整備」が22.3％となっている。 
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③駅周辺の将来について 

・駅周辺の充実すべき交通手段では、「路

線バス」が43.4％と最も多く、次に、コ

ミュニティ18.0％、自転車14.0％と続い

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

④今後 10 年を見通した交通環境の将来方向について 

・今後10年先を見通した交通環境を整える上で優先すべき方向性では、最も優先すべき方向性

の第１位として「環境や健康づくりのため、自転車を活用しやすいよう、自転車専用レーン

の整備などの走行環境を整える」となっている。 

・また、「生活移動環境の向上のため、市内どこへでも移動できるよう、路線バスやコミュニ

ティバスの運行を充実させる」は、上位３位まで選択されている回答数が最も多くなってい

る。 
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２）放置自転車について 

・市による放置自転車等の撤去、街頭巡回指導員による警告・口頭指導などの放置自転車対策

により放置自転車は減少傾向にあるが、市民アンケートでは、５割近くの人が「放置自転車

の数が多い」と認識している。 

・自転車を放置する理由については、「目的地から遠い」「有料だから」が多く、次いで「他に

も自転車がとめてある」、「短時間しかとめない」などが多く、自転車利用者の意識としてみ

ると、放置がなくならない背景が伺える。 

 

■放置自転車に関わる市民意識(アンケートによる) 

〇柏駅周辺の放置自転車の数 

 

 

 

 

〇自転車を放置する理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■放置自転車に関わる市民意識(ワークショップでの意見) 

項目 意見 

放置自転車の現状 ・歩行環境や美観、風紀等の面で問題があると認識されている。 

放置自転車が発生 

する理由 

・駐輪場の場所が不便、混雑でとめるのが面倒、短時間の有料が不満、といった理

由で、軽い気持ちでの違法駐輪が発生しているのが現状。 

放置自転車への対策 ・収容台数の増設、既存施設の有効利用及び罰則強化を基本としつつ、空き情報サ

ービス、周辺商業との連携(ポイント還元等)等のアイディアが出された。 

 

 

 

 

とても多い

16.6%

やや多い

30.2%

ふつう

35.4%

やや少ない

9.8%

少ない

8.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

51.1%

16.0%

52.3%

20.6%

18.6%

37.4%

43.7%

14.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

①駐輪場が遠く，行くのが面倒だから

②駐輪場の場所がわからないから

③駐輪場が有料だから

④罰則をとられないから

⑤撤去されないから

⑥短時間しか停めないから

⑦他にも自転車が停めてあるから

⑧路上に停めても迷惑にならないと

思っているから

・資料：柏市交通施設課資料 
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３）駐輪場利用料金について 

・柏市の市営駐輪場利用料金（定期利用）は年額 3,720 円～11,160 円（自転車の一般利用の場

合）であり、周辺都市の中で最も低額な料金となっている。料金は「鉄道沿線別」「駅舎から

の距離別」「利用率別」に５ランクにわけた料金が設定されている。しかし、周辺都市では、

以上の他、「屋根の有無」「居住地域別」等様々な条件を加味した料金差が付けられている。 

：アンケート調査による駐輪場利用料金に関する市民意識をみると、「駅からの距離」「屋

根の有無」等で差をつけた方がいいとの回答が多い。 

■駐輪場利用料金に関わる市民意識(アンケートによる) 

〇駐輪場利用料に格差をつける条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇市営駐輪場の運営経費の負担 

 

 

 

 

 

 

■駐輪場利用料金に関わる市民意識(ワークショップでの意見) 

項目 意見 

料金設定 

 

・料金に対する利用者の感覚は、料金単独では判定しにくく、設備や管理面(料金徴収の簡素化

や短期契約の導入等)でのサービスに見合った料金設定(短期契約等を含む)が必要 

・料金格差のつけ方については、駅からの距離や屋根の有無等による料金差は分かりやすいが、

利便性の評価は利用者によって差が出ることから、これという形を決めるのは難しい 

・利便性に基づく料金格差をつけていくとともに、利用者のニーズに応じてきめ細かな配慮し

たり、全体的に利用利便性を上げていくようなサービス面での工夫(充実)が重要である 

一時利用料金 ・一時利用料金については、目的地近くでの利用や短時間利用に対応するためには、民間のや

り方も踏まえて、柔軟な一時利用料金の設定が必要との意見が中心であった。さらに、短時

間の時間無料性を導入するためには、一時利用の管理を自動化する必要がある 

運営費の負担 ・駐輪場の運営経費の市と利用者間での負担割合については、市が応分を負担することは当然

との感覚が伺えるが、どのような負担割合が妥当かについては、特段の意見は出なかった。 

・また、駐輪場を市が運営することについても、民営化の必要性は認識しつつ、市の役割は大

きいとの認識であった。 

利用者が多く負担した

方がよい

44.7%
利用者が多く負担した

方がよい

25.0%
利用者が多く負担した

方がよい

73.3%

市が多くを負担したほう

がよい

44.7%
市が多くを負担したほう

がよい

71.8%
市が多くを負担したほう

がよい

26.7%

無回答

10.6%

無回答

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

街頭

大学生

市職員

・資料：柏市交通施設課資料 

12.1%

45.8%

10.4%

35.0%

13.6%

11.5%

3.7%

16.2%

59.4%

8.1%

37.1%

14.5%

4.6%

2.3%

4.1%

46.4%

13.5%

46.0%

28.2%

6.5%

21.6%

69.8%

21.4%

52.1%

33.8%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

路線別（JR，東武，TX）

最寄の駅からの距離

立体駐輪場の階層別

屋根の有無

市民と市民以外

その他

無回答

街頭

大学生

駐輪場

市職員
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４）安全・マナーについて 

・柏警察署管内の平成 25 年現在の自転車に係る事故発生は約 400 件、千葉県警察署管内におい

て最も自転車交通事故発生件数が多いものの、近年は減少傾向にある。 

■市内の自転車に係る交通事故の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自転車が加害者となる事故では、被害の大きさにより数千万円の賠償金を支払う事例が発生

している。市においても「自転車マナーアップ隊の結成」「各種啓発活動」「交通安全教室の

実施」「交通安全子ども自転車大会への参加」など警察署、交通安全協会などの関係機関と連

携し、自転車マナー向上に向けた取り組みを行っている。 

■自転車の加害事故の損害賠償の事例 

賠償額  事故の概要  

9,521 
万円  

男子小学生 (11 歳 )が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路におい
て歩行中の女性 (62 歳 )と正面衝突。女性は頭蓋骨を骨折し、意識が戻らない状態となった。

(神戸地方裁判所、2013 年 7 月 4 日判決 )  

9,266 
万円  

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を

自転車で直進してきた男性会社員 (24 歳 )と衝突。男性会社員に重大な障害 (言語機能の喪失
等 )が残った。 (東京地方裁判所、2008 年 6 月 5 日判決 )  

6,779 
万円  

男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断

歩道を横断中の女性 (38 歳 )と衝突。女性は脳挫傷等で 3 日後に死亡した。(東京地方裁判所、
2003 年 9 月 30 日判決 )  

5,438 
万円  

男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性
(55 歳 )と衝突。女性は頭蓋内損傷等で 11 日後に死亡した。 (東京地方裁判所、2007 年 4
月 11 日判決 )  

4,043 
万円  

男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工 (62 歳 )の男性が運転するオー
トバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で 13 日後に死亡した。(東京地方裁判所、2005 年 9 月
14 日判決 )  

・資料：一般社団法人日本損害賠償協会ＨＰ資料 

・注 ：未成年者が引き起した自転車事故としては、損害賠償額が大きく、盗難保険に加えて、損害賠償保険等への加入

の必要性を示唆している。 

 

・市民アンケート調査によれば、回答者の半数以上が自転車に関連する事故又は事故の危険に

遭遇している。 

：危険だと感じる自転車の行動で、最も多いのは「信号無視」「夜間、ライトをつけな

い」で、次いで「車道への飛出しや急な進路変更」「スピードの出しすぎ」「イヤホン・

携帯電話などの使用」「傘さし」などが多くなっている。 

・自転車のマナーに関しては「通行帯」、「一時停止」、「歩行者優先」が守られていない傾向が

あり、マナーを学んだ場所としては「学校での指導」「テレビ」「市の交通教室」「親の指導」

などが多くなっている。 

・資料：柏市交通施設課資料 
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■自転車の事故、マナーに関する市民意識(アンケートによる) 

〇自転車に関連する事故又は事故の危険 

 

 

 

 

〇自転車走行ルール遵守 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇危険だと感じる自転車の行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇自転車走行ルールを学んだ場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.4%

46.2%

47.3%

75.4%

48.1%

77.6%

80.4%

66.7%

69.0%

63.6%

41.5%

32.6%

27.9%

8.4%

23.1%

8.9%

6.5%

15.1%

15.0%

14.7%

11.4%

8.6%

7.5%

4.4%

10.9%

2.6%

2.6%

6.1%

4.6%

9.5%

13.7%

12.6%

17.3%

11.8%

17.9%

10.8%

10.4%

12.1%

11.3%

12.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①自転車の走行原則（車道、自転車道などの走行）

②車道の左側走行

③歩道走行時は、歩行者優先・車道寄りを徐行

④飲酒運転の禁止

⑤一時停止標識での車同様の停止

⑥二人乗りの禁止

⑦夜間走行時のライト点灯

⑧傘さし運転の禁止

⑨携帯電話を使用しながら運転の禁止

⑩イヤホンやヘッドホンを使用しながらの運転禁止

1ほとんど守る 2守らないこともある 3守らないことが多い 4無回答等

72.1%

34.1%

40.8%

64.2%

50.7%

47.7%

61.4%

53.8%

19.4%

55.9%

39.4%

1.8%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

①信号無視

②車道の右側通行（逆走）

③一時停止場所での不停止

④夜間，ライトをつけない

⑤傘さし

⑥並列走行（横に並んで走る）

⑦車道への飛び出しや急な進路変更

⑧スピードの出しすぎ

⑨歩道走行

⑩イヤホン・携帯電話などの使用

⑪２人乗り

⑫その他

⑬無回答

46.1%

23.2%

21.4%

11.6%

16.9%

35.1%

2.7%

4.0%

11.0%

9.3%

1.8%

4.9%

3.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

①学校の先生による指導

②市の交通指導員による交通安全教室

③家庭の親などによる指導

④市や県の広報誌や啓発チラシ

⑤交通安全に関するイベント

⑥テレビ

⑦ラジオ

⑧新聞

⑨インターネット

⑩ポスター

⑪雑誌

⑫その他

⑬無回答

・資料：柏市交通施設課資料 

・注 ：アンケート調査は、該当インタビュー形式により、通行者を無作為に抽出して実施したものである。 
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■自転車利用者のマナーに関わる市民意識(ワークショップでの意見) 

項目 意見 

自転車利用のマナー

違反に対する認識 

・違反走行を始めスピードに対する危険を感じる人が多い。 

 

マナー違反が発生す

る理由 

・運転に対する過信、歩道や車道の危険箇所に関する認識の甘さ等が伺えるとのこと。 

マナー順守の対策 ・走行環境の改善とマナーの周知徹底の２本柱が重要であるとの意見で、 

：走行環境改善→危険箇所対策(ミラーやカメラ設置)と自転車専用の走行レーン

の整備 

：マナーの周知→広報誌や学校での周知活動や自転車購入時や免許取得時での講

習 

等が指摘された。 

・また、市、警察、自治会、家庭等の連携活動によるマナー改善運動や具体的な注意喚

起運動(複数人による)等、活動の工夫に関する指摘がみられた。 

 

■自転車のマナー向上に関する市の取組 

〇マナーアップ隊          〇交通安全教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇各種啓発(交通ルールの啓発看板等) 
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６ 自転車交通事故に関する主な状況・要因 
 

１）自転車交通事故の主な状況・要因のまとめ 

■全国における自転車事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●年齢別  【ｐ57－①参照】 

 ・年齢別では、16～19 歳の若年層の事故件数が多い。一方、死亡事故は 65 歳以上の高齢層が非

常に多く、特に 75 歳以上が多い。高齢層では、加齢とともに死亡者が増加する傾向が見られ、

若年層と比較して負傷者数に対し死亡者数が非常に多くなっている。 

●性 別  【ｐ58－②参照】 

 ・性年齢別の負傷者をみると、20 歳未満では男性の負傷者が多く、20 歳以上では女性の負傷者

が多く、50 歳代では男性の２倍となっている。 

●時間帯  【ｐ58－③参照】 

 ・全事故・対自動車事故ともに朝８～10 時、夕方 16～18 時の時間帯の事故が多い。小学生は下

校時間帯、中・高校生は登校時間帯が多く、高齢者は比較的日中が多い。 

●通行目的  【ｐ59－④参照】 

 ・通行目的の事故件数では、「買い物」、「訪問」が多い。 

●相手当事者  【ｐ59－⑤参照】 

 ・自転車事故の８割強が対自動車であるが、近年、自転車利用者が加害者となるケースが多い自

転車同士や対歩行者事故の増加が著しい。 

●道路形状・事故類型  【ｐ60－⑥参照】 

 ・道路形状では、交差点事故が約７割、直線路と併せると事故全体の９割を占め、対人では、一

般端路での事故が多いのが特徴である。 

 ・車輌相互での出会い頭事故が５割強を占め、次に右左折時が２割強となっている。 

・歩行者との事故は近年 10 年間で 4.3 倍に増加、対面通行中・背面通行中の事故が増加してい

る。 

・交差点事故は、信号機のない交差点が５割、信号機のある交差点が２割であり、信号機のない

交差点は出会い頭事故が８割、信号機のある交差点は右左折事故が６割を占める。 

・死亡事故では、信号機の有無に関わらず出会い頭事故が最も多い 

●法令違反状況  【ｐ61－⑦参照】 

 ・自転車事故のうち、７割近くが自転車側に違反がある。安全不確認が最も多く３割近くを占め、

次に動静不注視、交差点安全進行となっている。 

 ・相手当事者別では、対自動車事故の場合、自転車側の 65％に違反がある。 

 ・年齢別では、15 歳以下の違反ありが７割強で、安全不確認が最も多い。 

 ・信号機のない交差点での出会い頭事故による法令違反では、一時不停止が約半数を占める。 

●自転車に対する取締り状況  【ｐ62－⑧参照】 

 ・平成 17 年度中の指導警告票交付件数は、無灯火と二人乗りが最も多く併せて６割強を占めて

おり、警察では、マナーの悪化を受け、自転車利用者に対する交通指導取締りを強化している。 

 

 

 

 

 

□全国における自転車交通事故の概要 【ｐ55～56 参照】 

○交通事故は近年 10年間で約３割減少しているが、自転車対歩行者の事故件数は約 1.5倍に増加 

○交通事故全体に占める自転車関連事故は増加傾向にあり、平成 23年は約２割を占める 

○自転車乗車中の死傷者数の約４割は安全運転義務の怠り、死傷者の約 2/3は何らかの法令違反 

○平成 23年の自転車乗車中における死亡事故では、65歳以上の高齢者が約６割を占める 
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■全国における高齢者の自転車事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※優先通行妨害（優先道路通行車妨害）：道路交通法の第 36 条に規定する優先道路を通行する

車両の進行を妨害すること。「優先道路」の道路標識がある道路は優先道路で

あり、例えば、信号機のない交差点では、道路標識等によって示された優先道

路、明らかに幅の広い方の道路、徐行・一時停止の道路標識がない方の交通が

優先となる。これらで優先関係が定まらない場合には、「左方優先」となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●年齢別自転車乗車中の死亡事故の状況  【ｐ64－①参照】 

 ・自転車乗車中の死亡事故は、10～25 歳代、65～80 歳代が多いが、近年減少傾向にある。 

 ・高齢化の進行とともに死者数の増加傾向が伺える。 

●高齢者の事故類型別事故の状況  【ｐ64－②参照】 

 ・自転車乗用中の高齢者死者の約半数以上が出会い頭事故で、加齢に伴い構成割合は高くなる傾

向。 

●事故の損傷主部位  【ｐ65－③参照】 

 ・事故の損傷主部位では、頭部損傷の死亡者が高齢者・非高齢者ともに高く、加齢に伴い腰部損

傷の割合も高くなり、致命傷に至る部位が増えている。 

●出会い頭事故における法令違反別事故の状況  【ｐ65－④参照】 

 ・高齢者はどの法令違反でも死亡割合が高くなる傾向があり、特に、「優先通行妨害」違反の死

亡割合が高い。また、高齢者は安全確認のおろそか（安全運転義務違反）で亡くなる人が最も

多い。 

●出会い頭事故における人的事故要因・安全確認の有無  【ｐ66－⑤参照】 

・「発見の遅れ」が７割強を占め、「安全確認不十分」が５～６割となり、加齢に伴い増加してい

る。 

●運転免許保有別の状況  【ｐ66－⑥参照】 

・自転車事故の高齢死者の多くは、運転免許を保持しておらず、道路交通に関する教育を受けて

いない、または、免許を失効・返納し、交通ルールに関する講習等も受けていない可能性があ

る。 

 

 

 

 

 

 

●高齢者事故の特徴：①非高齢者と比較して亡くなりやすい、②出会頭事故で亡くなる割合が高い、③

頭部の怪我で亡くなる割合が高い 

●出会頭事故における特徴（自転車乗用中の事故の高齢死者の半数以上が出会頭事故） 

 ：亡くなりやすいのは「優先通行妨害」、死者数が多いのは「安全運転義務違反」など、いずれも法定ル

ールに関するものである。自転車乗用中の高齢死者に運転免許保有者が少ない状況を考えると、

非免許保有者を対象とした講習が重要といえ、義務化の検討の必要がある。 

http://www.weblio.jp/content/%E5%84%AA%E5%85%88%E9%81%93%E8%B7%AF
http://www.weblio.jp/content/%E9%80%9A%E8%A1%8C
http://www.weblio.jp/content/%E8%BB%8A%E4%B8%A1
http://www.weblio.jp/content/%E9%80%B2%E8%A1%8C
http://www.weblio.jp/content/%E5%A6%A8%E5%AE%B3
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■柏市における自転車事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●高校生・高齢者の自転車事故死傷者の状況  【ｐ70－①参照】 

・近年、高校生の自転車事故の死傷者件数は減少傾向にあるが、高齢者は前年度より増加してい

る。 

・平成 25 年中の高校生の交通事故のうち、負傷者の 88％が自転車事故、高校生は自転車および

二輪車事故（自動車は同乗中）に限定されるなかで、自転車事故の負傷者は増加傾向にある。 

・平成 25 年中の高齢者の交通事故のうち、死者の 50％、負傷者の約 27％が自転車事故であり、

高齢者は四輪車事故の当事者も想定されるなかで、自転車事故の死亡者が５割と高い。 

●年齢層別・原因別自転車事故の発生状況  【ｐ71－②参照】 

・平成 24 年の自転車事故発生件数 424 件、平成 25 年は 417 件と事故件数は減少傾向にあるが、

近年、第１当事者となる事故が増加し、幼児～高校生は第１当事者が増加、高齢者は第１・第

２当事者ともに増加、その他の年齢層は横ばい傾向にある。 

・平成 25 年の自転車事故の第１当事者は、安全不確認が最も多い。 

・全体に、安全運転義務違反が突出して高く、その他は、一時不停止や交差点安全通行義務、右

側通行等の事故原因が高い。 

・違反なしが減少傾向にあるなかで、高齢者のみ横ばい状況にある。 

・幼児～高校生は安全不確認や前方不注意、高齢者は安全不確認や動静不注視の安全運転義務の

怠りが多い。 

●車両原因からみた高校生・高齢者の自転車事故の発生状況  【ｐ72－③参照】 

・高校生・高齢者の車両事故に占める自転車事故の割合は増加傾向、推移でみると、高齢者が第

１当事者となる自転車事故が平成 25 年は前年度の３倍となっている。 

・平成 25 年の自転車事故では、高校生は第１当事者、高齢者は第２当事者になる傾向が高い。 

・高校生は、安全不確認や前方不注意の安全運転義務違反、交差点安全進行義務の違反が多い。 

・高齢者の安全運転義務違反は、平成 25 年は前年度の約３倍と増加が顕著である。 

 

 

 

 

 

□柏市における自転車交通事故の概要  【ｐ67～69 参照】 

○柏市は、千葉県警察署管内において最も自転車事故発生件数が高いが、近年、県全体とともに事

故件数は減少傾向 

○平成 24 年の事故発生は、16～18 時の夕方の通学・通勤時間帯、木曜日が多く、交差点での事

故が６割強、自転車対車が全体の９割強を占め多くなっている 
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■千葉県における自転車事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●年齢層別自転車事故死傷者の状況  【ｐ74－①参照】 

 ・自転車事故の死傷者は、各世代ともに前年度より減少傾向にある。 

・自転車事故の死者は、若者より高齢者が多い。 

・交通事故における負傷者のうち、高校生の自転車事故による負傷者は約７割近く、高校生を含

む若者は３割強となっている。 

●子どもの原因別自転車事故死傷者の状況  【ｐ74－②参照】 

 ・子どもの交通事故発生状況のうち、自転車事故の死傷者は４割近く、そのうち、小学生が５割

近くを占める。 

・自転車乗車中の事故では、小学生の約２割、中学生の約４割近くが違反なしとなっている。 

・幼児における自転車事故では、同乗中の幼児用座席での死傷者が最も多い。 

●年齢層別・原因別自転車事故の発生状況  【ｐ75－③参照】 

 ・高校生、若者、高齢者ともに安全運転義務違反が突出し、次に、一時不停止、信号無視である。 

・安全運転義務のなかでは、安全不確認が最も多く、特に高齢者の第２当事者が高い。また、高

校生を含む若者は前方不注意が多いが、高齢者はハンドル操作不適が多い。 

・若者よりも、高齢者の方が自転車事故の第２当事者となる傾向が高い。 

 

 

 

 

□千葉県における自転車交通事故の特徴  【ｐ73 参照】 

○平成 24年中の自転車関連事故は全事故の約 26％を占めるが、事故発生件数は年々減少傾向 

○事故状況は、通学時間帯での交差点事故が多く、９割強が自転車対車、死亡事故では高齢者が

５割を占め、事故要因は安全運転の怠りが７割となっている 
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２）全国における自転車事故 

（1）全国における自転車事故の概要 

 

 

 

 

 

 

 

■自転車関連事故の推移と全事故に占める割合 

○全事故件数に占める自転車関連事故の割合は増加している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■全交通事故と自転車交通事故の推移        ■自転車対歩行者事故件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故の総件数は、近年 10 年間で約３割減少しているが、自転車対歩行者の事故件数は

約 1.5 倍に増加している。 

全国において、交通事故全体に占める自転車関連事故の割合は増加傾向にあり、平成 23

年は約２割を占めている。 

自転車乗用中の事故（死傷者数）は、約４割が安全運転義務の怠りであり、自転車事故死

傷者の約 2/3 は何らかの法令違反となっている。また、平成 23 年の自転車乗車中における死

亡事故では、65 歳以上の高齢者が約６割を占め多くなっている。 

 

・資料「自転車の交通事故の実態と自転車の交通ルールの徹底方策の現

状」（警察庁交通局交通企画課－Ｈ24 年 10 月） 

 

・資料：安全で快適な自転車利用環境の創出に向けて PPT

資料－出典：交通事故の発生状況（警察庁） 
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■自転車乗用車（第 1､2 当事者）の法令違反別死傷者数（Ｈ23 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自転車乗車中の年齢層別死者数（Ｈ23年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■相手当事者別自転車関連事故件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料：以上、「自転車の交通事故の実態と自転車の交通ルールの徹底方

策の現状」（警察庁交通局交通企画課－Ｈ24 年 10 月） 
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(2)全国の自転車事故の主な状況・要因 

①年齢別事故状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別自転車乗用中事故件数・死亡事故件数（Ｈ20 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別自転車乗用中負傷者・死亡者数－65 歳以上（Ｈ20 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○年齢別事故件数では７歳～24歳までの若年層が多い傾向にあり、特に16歳～19歳の層が非常に多くな

っている。 

○これに対し、死亡事故では若年層では目立った特徴はみられず、65歳以上の高齢層が他の年齢層と比

較して非常に多く、特に75歳以上の高齢者が非常に多くなっている。 

○高齢層の各歳別傾向をみると、負傷者数は、概ね61歳前後に緩やかなピークが見られる一方、死亡者

数は年齢によるばらつきが大きく明確な傾向ではないが、概ね加齢とともに増加する傾向が見られる。ま

た、若年層と比較して負傷者数に対して死亡者数が非常に多くなっている。 

 

16～19歳の事故件数

が突出して多い 
75 歳以上の死亡事故

が突出して多い 

・若者は、前方不注意

等の安全不確認によ

る負傷事故が多い傾

向 

・高齢者は、出会い頭

事故による頭部損傷、

および、安全運転義務

違反での死亡が加齢

に伴い高い傾向 
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②性別の事故状況 

 

 

 

 

 

■年齢別・性別自転車乗車中の負傷者数（Ｈ17 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③時間帯別事故の発生状況 

 

 

 

 

 

■時間帯別事故発生割合（Ｈ18 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自転車事故の多い時間帯－時間帯別・死傷者数（Ｈ19 年） 

 

 

 

 

○年齢別・性別の負傷者をみると、20歳未満では女性と比較して男性の負傷者が多く、特に12歳以下では

男性が女性の2.5倍となっている。 

○20歳以上では、逆に男性より女性の負傷者が多く、50歳代では男性の２倍、60歳代では1.8倍である（平

成16年）。 

 

 

○時間帯別事故の発生状況は、全事故・対自動車とも朝８～10時、夕方16～18時の時間帯が高い。 

○自転車事故の多い時間帯の死傷者数でみると、小学生は、14時～17時台の下校時間帯、中・高生は６

時～９時台の登校時間帯での事故が多い。 

○65歳以上の高齢者は、時間帯に大きな特徴は見られないが、10時～17時台の日中が多くなっている。 
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④通行目的別事故の発生状況 

 

 

 

 

■通行目的別事故件数及び死亡事故件数（Ｈ17 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤相手当事者別事故の発生状況 

 

 

 

 

■自転車関連事故の相手当事者別交通事故件数の推移（各年 12 月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○通行目的別では「買い物」が最も多く約２割を占め、次に、「訪問」「通学・通園」となっている。 

○死亡事故は事故件数と同様に「買い物」、「訪問」の順に多いが、事故件数で多かった「通学・通園」は死

亡事故に占める割合は低い。 

 

 

 

 

○相手当事者別の交通事故件数で見ると、約８割強は対自動車である。 

○また、自転車利用者が加害者となるケースが多い自転車対歩行者事故や、自転車同士の事故が増加し

ており、対歩行者事故は平成９年の633件から2,934件へと約4.6倍、自転車同士の事故は同637件か

ら同3,909件へと6.1倍となっている。 
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⑥道路形状・事故類型別事故の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

■道路形状別・事故類型別自転車関連事故（Ｈ21 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人対自転車事故件数（Ｈ19 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■道路形状（発生箇所）別事故状況（Ｈ21 年） 

 

 

 

 

 

 

 

○道路形状に関しては、自転車交通事故全体では交差点での事故が68％と最も多く、これに次いで直線

路等での事故が24％で、この二項目で全体の９割を占めている。 

○対人に限と、交差点・交差点付近の事故よりも、一般単路での事故が多いのが特徴である。 

○事故類型別に関しては、自転車交通事故全体では車両相互での出会い頭が54％と最も多く、これに次

いで右左折時が23％となっている。 

○歩行者との事故は増加傾向にあり、事故件数は近年10年間で4.3倍に増加している。また、対面通行中

及び背面通行中の事故件数は近年10年間で４倍以上増加している。 

○事故の多い交差点では、特に信号機のない交差点事故の割合が全体の５割を占める。信号機のない交

差点事故のうち８割近くは出会い頭事故である。信号機のある交差点では、右左折時の事故が全体の６

割近くを占め、出会い頭事故は約３割となっている。 
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⑦法令違反別事故状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自転車事故発生理由・違反状況（Ｈ19 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別自転車事故違反状況（Ｈ19 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■信号のない交差点での出会い頭事故における違反状況（Ｈ19 年） 

 

 

 

 

 

○自転車関連事故のうち、７割近くが自転車側に違反がある。内容をみると、安全不確認が最も多く２６％

を占め、次に、動静不注視、交差点安全進行となっている。 

○相手当事者別では、対自動車事故の場合、自転車側の65％に違反がある。 

○年齢別で違反の有無をみると、16歳以上の年齢層における「違反あり」は６割強に対し、15歳以下では

「違反あり」が75％である。 

○15歳以下の違反では、安全不確認が最も多く３割強、次に、一時不停止が１割となっている。 

○信号のない交差点での出会い頭による法令違反では、一時不停止が約半数を占め、次に、安全不確認

が３割近くとなっている。 
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⑧自転車に関する取締り状況 

 

 

 

 

 

■自転車に係わる指導警告票交付件数（Ｈ17 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○警察では、自転車利用者による交通違反に対し、指導警告票を交付するとともに、特に、悪質・危険な交

通違反に対して検挙措置を講じている。 

○平成17年度中の指導警告票交付件数は、無灯火と二人乗りが約３割、併せて６割強を占めている。 

○警察では、マナーの悪化を受け、自転車利用者に対する交通指導取締りを強化している。 
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〈参考〉「自転車通行環境整備モデル地区」の取り組みによる整備効果（事故の状況） 

 

 

 

 

 

■事故件数の整備前後の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自転車通行環境整備モデル地区（全国98地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全ての整備形態について、自転車通行空間を整備した路線における１年間の自転車関連事

故の発生件数は、整備前よりも減少している。 

○特に、自転車道や自転車専用通行帯を整備した路線における自転車関連事故の減少幅が大

きくなっている。 

 

・資料：「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けて」（国土交通省、警察庁） 

 

・資料：「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けて」（国土交通省、警察庁） 

～国土交通省記者発表資料（Ｈ23 年７月 21 日） 
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３）全国における高齢者の自転車事故 

(1)全国における高齢者自転車事故の主な状況・要因 

 自転車交通事故の動向からは、高齢者事故や死亡事故の多さ、出会い頭事故、また、法定ル

ールに関する違反が原因で亡くなる事故が多く、高齢者の自転車乗用中における死亡事故等か

ら、事故の主な状況・要因の分析を行っている。 

・資料：（財）交通事故総合分析センター（Ｈ20 年～Ｈ24 年５年間の合計値分析より） 

 

①年齢別自転車乗車中の死亡事故の状況 

 

 

 

 

 

■自転車乗用中の死者数の年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高齢者の事故類型別事故の状況 

 

 

 

■高齢者の事故類型別死者構成割合 

 

 

 

 

 

○自転車乗車中事故の死者数は、10～25 歳代、65～80 歳代をピークに多くなっているが、近年は減少

傾向にある。 

○50 歳代から死者数は増加傾向、80 歳代をピークとして減少傾向に転じるが、高齢化の進行とともに死

者数の増加傾向が伺える。 

 

 

○自転車乗用中の高齢者死者の約半数以上が出会頭事故となっており、加齢に伴い出会頭事故の構成

割合は高くなり、車輌単独、右左折時、追突事故の構成割合は減少している。 
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③事故の損傷主部位 

 

 

 

■損傷主部位別死者構成割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④出会い頭事故における法令違反別事故の状況 

 

 

 

 

 

■出会い頭事故における法令違反別死者割合      ■出会い頭事故における法令違反の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○損傷主部位別の死者構成割合をみると、頭部損傷で亡くなる割合が高齢者、非高齢者ともに高い。 

○加齢に伴い腰部の損傷で亡くなる割合が高くなり、加齢に伴い致命傷に至る部位が増えている。 

 

○高齢者では、どの法令違反についても加齢に伴い死者割合が高くなる特徴がある。その中でも特に、「優

先通行妨害」の違反をした自転車乗用中の高齢死者割合が高い。 

○出会い頭事故では、25 歳～64 歳の非高齢者は信号無視で亡くなる人が最も多く、高齢者は安全確認

がおろそか（安全運転義務違反）で亡くなる人が最も多い。 
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⑤出会い頭事故における人的事故要因・安全確認の有無 

 

 

 

 

■人的事故要因の割合 

 

 

 

 

 

 

■安全確認の割合（「発見の遅れ」のうち、安全確認をしなかった者と不十分の者の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

⑥運転免許保有別の状況 

 

 

 

 

 

 

■運転免許保有別死者数（全ての事故類型で集計） 

 

 

 

 

 

 

 

○高齢者の出会頭事故における人的事故要因及び安全確認の有無では、「発見の遅れ」が全体の７割強

を占め、「安全確認不十分」が５～６割となっている。 

○加齢に伴い「発見の遅れ」と「安全確認をしなかった」割合が増加している。 

○自転車乗用中の高齢死者の多くは、運転免許を保持しておらず、道路交通に関する教育を受けていな

い、または、運転免許を失効・返納し、交通ルールに関する講習等も受けていない可能性がある。 

○目に見えるわかりやすい標識等の理解はあっても、標識が無い交差点での優先通行妨害等の法定ルー

ルに対しては、何らかの教育を受けなければ知る機会は無く、自己流の運転方法になっている可能性も

想定される。 
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４）柏市における自転車事故 

 (1)柏市における自転車事故の概要 

 

 

 

 

・警察署別の自転車交通事故発生状況では、柏警察署管内の平成 24 年現在の事故発生は 411

件、平成 22 年からの３年間の推移でみると減少傾向にあるが、千葉県の警察署管内では、３

年間ともに事故発生件数は最も高くなっている。 

・また、平成 24 年の柏警察署管内における事故状況をみると、時間別では 16 時～18 時が 17.3％

と最も多く、次に８～10 時が 16.8％、曜日別では木曜日、道路形状別では交差点が 62.3％、

事故類型別では自転車対車が全体の 94.1％を占め多くなっている。 

 

■柏市警察署管内における自転車交通事故発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 柏市は、千葉県警察署管内において最も自転車交通事故発生件数が高いものの、県全体と

もに、近年、事故件数は減少傾向にある。また、平成 24 年の事故発生状況は、16～18 時の

夕方の通学・通勤時間帯、木曜日の事故件数が最も多く、交差点での事故が６割強、自転車

対車が全体の９割強を占め多くなっている。 

・資料：千葉県警察交通白書 

 

■自転車交通事故発生件数の推移 

（Ｈ22 年～23 年） 

 

503 495 411

6,821

6,148
5,825

0

2000

4000

6000

8000

Ｈ22年 Ｈ23年 Ｈ24年

(件）

千葉県全体

柏市

件　数 割合(%) 計（件） 件　数 割合(%) 計（件）

０～２時 3 0.6 6 1.5

２～４時 4 0.8 1 0.2

４～６時 4 0.8 5 1.2

６～８時 56 11.3 49 11.9

８～10時 87 17.6 69 16.8

10～12時 62 12.6 43 10.5

12～14時 55 11.1 38 9.2

14～16時 70 14.1 48 11.7

16～18時 67 13.6 71 17.3

18～20時 58 11.7 50 12.2

20～22時 19 3.8 22 5.3

22～24時 10 2.0 9 2.2

日曜日 50 10.1 50 12.2

月曜日 63 12.7 52 12.6

火曜日 72 14.5 66 16.1

水曜日 74 15.0 58 14.1

木曜日 71 14.4 80 19.5

金曜日 93 18.8 60 14.6

土曜日 72 14.5 45 10.9

交差点 359 72.5 256 62.3

交差点付近 13 2.6 36 8.7

単路その他 116 23.5 110 26.8

踏切 － － － 0

その他 7 1.4 9 2.2

自転車対人 8 1.6 9 2.2

自転車対車 482 97.4 387 94.1

自転車対自転車 4 0.8 13 3.2

自転車単独 1 0.2 2 0.5

踏切 － 0 － 0

事故の発生状況（Ｈ24年）事故の発生状況（Ｈ23年）
区分

495 411

495 411

495 411

時
間
別

曜
日
別

495 411

事
故
類
型
別

道
路
形
状
別
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■千葉県内警察署別自転車交通事故発生状況（Ｈ24年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料：千葉県警察交通白書（Ｈ24 年） 
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〈参考〉柏市内で自転車事故が集中している地域 

 

 

 

 

 

■自転車事故が集中している地域（Ｈ25 年中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料：柏警察署データより、自転車事故の多い箇所（重傷、軽傷）をゾーニングで作成（ゾーン内

数字は事故の件数） 

 

  

○JR 常磐線駅周辺での事故が多く、特に柏駅周辺に自転車事故が集中している 

○北柏駅～我孫子関宿線周辺に事故の集中がみられる 

○全体的に、駅周辺および JR 常磐線以北～守谷流山線の間に事故が集中する傾向がみられる 

市域界

高速道路

国道

主要地方道・県道

サイクリングロード

鉄道・駅

川・沼・水路

公共施設

大学、中・高校

文化施設

運動施設

観光施設

公園・緑地

大型商業施設
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(2)柏市の自転車事故の主な状況・要因 

・資料：千葉県警察交通白書（Ｈ24 年・25 年中）－柏市内交通事故発生状況より抜粋作成 

 

①高校生・高齢者の自転車事故死傷者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■死傷者の状態別事故発生状況の推移（高校生・高齢者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他の事故：歩行中、二輪車、四輪車、その他 

 

 

 

○近年、高校生の自転車事故の死傷者件数は減少傾向にあるが、高齢者の自転車事故の死傷者件数

は前年度より増加している。 

○平成 25 年中の高校生の交通事故のうち、負傷者の 88％が自転車事故となっており、高校生は自転車

および二輪車の事故（自動車は同乗中）に限定されるなかで、自転車事故による負傷者は増加傾向に

ある。 

○平成 25 年中の高齢者の交通事故のうち、死者の 50％、負傷者の約 27％が自転車事故となっており、

高齢者は四輪車事故の当事者も想定されるなかで、自転車事故の死亡者が５割という高さとなってい

る。 

 

 

 

人数
構成率

(%)
人数

構成率
(%)

人数
構成率

(%)
人数

構成率
(%)

人数
構成率

(%)
人数

構成率
(%)

乗車中 1 100.0 64 82.1 1 100.0 45 68.2 － － 44 88.0

同乗中 － － － － － － － － － － － －

－ － 14 17.9 － － 21 31.8 － － 6 12.0

乗車中 － － 78 28.6 1 50.0 60 26.0 2 50.0 67 26.5

同乗中 － － － － － － － － － － － －

－ － 195 71.4 1 50.0 171 74.0 2 50.0 186 73.5その他の事故

高
齢
者

負傷者

平成24年 平成25年

その他の事故

高
校
生

区　分 死者 負傷者 死者

平成23年

死者 負傷者

自
転
車

自
転
車
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②年齢層別・原因別自転車事故の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢層別・原因別自転車事故の発生状況（Ｈ24 年・25 年中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高齢者：65 歳以上、その他：その他 20 歳未満、20 歳～64 歳 

 

○平成 24年の自転車事故発生件数 424件、平成 25年は 417件と自転車事故件数は減少傾向にある

が、近年、第１当事者となる事故が増加しており、幼児～高校生は第１当事者が増加、高齢者は第１・

第２当事者ともに増加、その他の年齢層は横ばい傾向にある。 

○平成 25年の自転車事故の第１当事者は、安全不確認が最も多くなっている。 

○全ての年齢層において、安全不確認等の安全運転義務違反が突出して高く、その他の事故状況は一時

不停止や交差点安全通行義務、右側通行等の原因が高くなっている。 

○違反なしの第２当事者事故が減少傾向にあるなかで、高齢者のみは横ばい状況にある。 

○幼児～高校生は安全不確認や前方不注意、高齢者は安全不確認や動静不注視の安全運転義務の

怠りが多くなっている。 

 

 

 

第１当事
者

第２当事
者

第１当事
者

第２当事
者

第１当事
者

第２当事
者

第１当事
者

第２当事
者

第１当事
者

第２当事
者

第１当事
者

第２当事
者

－ － - - 1 1 1 － 1 － － －

2 － - 2 - 6 － － － － － 3

－ 1 - - - - － － － － － －

－ － - - - - － － － － － －

1 － - - - - － － － － － －

－ 1 1 1 1 3 2 － － － － 2

－ 1 - - - - － 1 － － － 2

1 － - - 5 - 2 － － － 2 －

－ － - - - 1 － － － － － 1

－ － - - - - － － － － 1 －

ハンドル操作不適 － － 1 - - - － － － － － －

ブレーキ操作不適 － － - - 1 - － 1 － － － －

前方不注意 2 1 - - 2 - 3 1 2 － 4 2

動静不注視 1 1 - 2 5 6 － 2 － 4 6 7

安全不確認 1 14 - 2 6 12 5 3 3 8 9 18

安全速度 － － - - 1 - － － － － － －

予測不適 － － - - 1 - － － － － － －

計 4 16 1 4 16 18 8 7 5 12 19 27

－ 1 - - - - － － － － 1 －

－ 74 - 52 - 209 － 65 － 52 － 203

8 94 2 59 23 238 13 73 6 64 23 238

33 391 42 375

幼児～高校生 高齢者 その他

信号無視

その他

違反なし

右側通行

右折違反

左折違反

優先通行

交差点安全通行義務

徐行違反

第２当事者：

平成24年中 平成25年中

区　分

自転車事故発生総数 第１当事者： 第２当事者： 第１当事者：

計

幼児～高校生 高齢者 その他

一時不停止

灯火違反

自転車の通行方法

安
全
運
転
義
務
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③車両原因からみた高校生・高齢者の自転車事故の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■原因車両側による高校生・高齢者の自転車事故発生状況（Ｈ24 年・25 年中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※車両側：四輪車、二輪車、自転車  

 

○高校生・高齢者の車両を原因とする事故に占める自転車事故の割合は増加傾向にあり、推移でみると、

高齢者が第１当事者となる自転車事故が平成 25年は前年度の３倍となっている。 

○平成 25 年の自転車事故をみると、高校生は第１当事者になる傾向、高齢者は第２当事者になる傾向

が高くなっている。 

○高校生の自転車事故要因は、安全不確認や前方不注意の安全運転義務違反、交差点安全進行義務

の違反が多くなっている。 

○高齢者の自転車事故要因は、安全運転義務違反が平成25年は前年度の約３倍と増加が顕著である。 

 

 

 

 

第１当
事者

第２当
事者

第１当
事者

第２当
事者

第１当
事者

第２当
事者

第１当
事者

第２当
事者

－ － － － 1 － 1 －

1 － － 2 － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ 1 1 1 2 － － －

－ － － － － － － －

－ － － － 1 － － －

ハンドル操作不適 － － 1 － － － － －

ブレーキ操作不適 － － － － － － － －

前方不注意 1 1 － － 2 1 2 －

動静不注視 － 1 － 2 － － － 4

安全不確認 － 5 － 2 4 2 3 8

その他安全運転 － 1 － － － － － －

計 1 8 1 4 6 3 5 12

－ － － － － － － －

－ 37 － 52 － 37 － 52

2 46 2 59 10 40 6 64

3 3 240 78 1 0 230 85

5 49 242 137 11 40 236 149

車両事故に占める自転車の比率(%) 40.0 93.9 0.8 43.1 90.9 100.0 2.6 43.0

高校生

交差点安全進行義務

徐行違反

優先通行

高校生 高齢者

平成24年中 平成25年中

区分

その他の車両側の事故原因（件）

車両側事故　計（件）

右折違反

左折違反

一時不停止

安
全
運
転
義
務

その他

違反なし

高齢者

自
転
車

自転車の事故原因　計

信号無視

右側通行
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５）千葉県における自転車事故 

(1)千葉県における自転車事故の概要 

 

 

 

 

・千葉県において自転車が関係した交通事故は、平成 24 年 5,825 件（全事故の 25.4％）であ

り、平成 23 年の前年比からは減少、また、平成 17 年からも発生件数は減少傾向にある。 

・平成 24 年の事故状況は、交差点事故が 65.7％、時間別では午前８時～10 時が 17.3％と多く、

年齢別では、小・中学校、高校の児童・生徒が 32.8％を占め、通学時間での交差点事故が多

いことが伺える。自転車事故の内容では、９割強が自転車対車となっており、全交通死亡事

故件数の中でも自転車対車は約２割近くを占め、車対方向者に次いで高くなっている。 

・平成 21 年の自転車乗車中の死亡事故では、高齢者が５割を占め、自転車１当事者の事故の発

生原因は、安全運転義務の怠りが７割を占めている。 

■千葉県における自転車交通事故発生状況 

 

 

 

 

 

■自転車交通事故の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自転車乗車中の年齢別死傷者数（Ｈ21 年）    ■自転車事故の原因別発生状況－自転車１当事者 

（Ｈ21 年） 

 

 

 

 

 

 

 千葉県全体において、平成 24 年自転車が関係した事故は全事故の約 26％を占めており、

事故発生件数は年々減少傾向にある。事故状況では、通学時間帯での交差点事故が多く、９

割強が自転車対車、また、死亡事故では高齢者が５割を占め、事故の原因は安全運転の怠り

が７割となっている。 

・資料：千葉県警察交通白書（Ｈ24 年） 

 

資料：以上、「千葉県の交通事故状況資料」（千葉県環境生活部生活・交通安全課Ｈ22 年７月） 
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 (2)千葉県の自転車事故の主な状況・要因 

・資料：千葉県警察交通白書（Ｈ25 年中）－年齢層別交通事故発生状況より抜粋作成 

 

①年齢層別自転車事故死傷者の状況 

 

 

 

 

 

■自転車事故死傷者の状態別発生状況（Ｈ25 年） 

※若者：高校生、大学生、その他学生、その他 19 歳以下～24 歳迄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②子どもの原因別自転車事故死傷者の状況 

 

 

 

 

 

■子どもの原因別自転車事故死傷者の状況（Ｈ25 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもの交通事故発生状況のうち、自転車事故の死傷者は約 37％となっており、そのうち、小学生が約

47％を占め高くなっている。 

○子どもの自転車乗車中の事故では、小学生の約２割、中学生の約４割近くが違反なしとなっている。 

○幼児における自転車事故では、同乗中の幼児用座席での死傷者が最も多くなっている。 

 

 

 死傷者計 構成比(%) 死傷者計 構成比(%) 死傷者計 構成比(%) 死傷者計 構成比(%)

0 － 3 0.3 6 1.1 9 0.4

0 － 5 0.4 8 1.5 13 0.6

0 － 3 0.3 0 － 3 0.1

0 － 3 0.3 5 0.9 8 0.4

0 － 0 － 0 － 0 －

7 1.3 127 11.3 104 19.5 238 10.7

10 1.8 227 20.1 209 39.1 446 20.1

幼児用座席 68 12.2 5 0.4 0 － 73 3.3

その他 7 1.3 4 0.4 8 1.5 19 0.9

92 16.5 377 33.5 340 63.7 809 36.5

2,213

合計

子どもの交通事故発生状況

なし

同乗中

区分

自
転
車
乗
車
中

計

信号無視

右側通行

交差点安全進行義務

徐行違反

通行方法違反

その他

幼児 小学生 中学生

○自転車交通事故の死傷者は、各世代ともに前年度より減少傾向にある。 

○交通事故における自転車事故の死者は、若者より高齢者が多い。 

○交通事故における負傷者のうち、高校生の自転車事故による負傷者は約７割近く、高校生を含む若者

では３割強となっている。 

 

 

 

人数 構成率(%) 人数 構成率(%) 人数 構成率(%) 人数 構成率(%)

乗車中 3 50.0 712 67.7 － － 640 67.5

同乗中 － － 4 0.4 － － 5 0.5

乗車中 5 21.7 1,300 31.2 2 10.5 1,190 31.1

同乗中 － － 5 0.1 － － 10 0.3

乗車中 20 24.1 1,167 28.3 18 19.1 1,039 26.2

同乗中 － － － － － － － －

平成24年 平成25年

1,052 948

各世代の
交通事故
死者数

6

各世代の
交通事故
死者数

4

4,125 3,967

死者 負傷者 死者 負傷者
各世代の
交通事故
負傷者数

4,170 3,827

各世代の
交通事故
負傷者数

26

83

22

94

高
校
生

高
齢
者

自
転
車

区　分

若
者
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③自転車事故の年齢層別・原因別発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢層別・原因別自転車事故の発生状況（Ｈ25 年） 

※若者：高校生含む大学生、その他学生、その他 19 歳以下～24 歳迄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○年齢層別・原因別自転車事故の発生状況では、高校生、若者、高齢者ともに安全運転義務の怠りが最

も高く突出しており、次に、一時不停止、信号無視となっている。 

○安全運転義務のなかでは、安全不確認が最も多く、特に高齢者の第２当事者が高くなっている。 

○また、高校生を含む若者は前方不注意が多いが、高齢者はハンドル操作不適が多くなっている。 

○若者よりも、高齢者の方が自転車事故の第２当事者となる傾向が高い。 

○違反なしは、高齢者の第２当事者が多くなっている。 

 

 

 

第１当事者 第２当事者 第１当事者 第２当事者 第１当事者 第２当事者

10 2 17 4 13 2

－ 12 1 28 － 10

－ － 1 － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

2 1 2 1 1 －

5 2 6 2 2 3

1 － 2 － － －

徐行違反 － 7 1 12 － 3

23 1 46 2 17 2

－ － － － 1 1

ハンドル操作不適 2 － 7 － 30 3

ブレーキ操作不適 1 1 2 2 2 1

前方不注意 19 3 35 5 10 2

動静不注視 12 15 18 30 7 23

安全不確認 37 68 70 113 37 111

その他安全運転 2 7 2 14 10 10

計 73 94 134 164 96 150

1 4 1 8 1 1

－ 459 － 872 － 774

115 582 211 1,093 131 946

高校生 若者 高齢者

安
全
運
転
義
務

区　分

信号無視

右側通行

車間距離不保持

右折違反

左折違反

違反なし

計

優先通行

交差点安全通行義務

歩行者妨害

一時不停止

自転車の通行方法

その他



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年４月 

編集・発行 柏市土木部交通政策課 

柏市土木部交通施設課 

 

〒277-8505 柏市柏５丁目 10 番地１号 

TEL：04-7167-1111（代表） FAX：04-7160-1788 

ホームページ：http://www.city.kashiwa.lg.jp/ 

 

柏市自転車総合計画  
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